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第０編   海岸保全基本計画の策定について  

 

1999 年（平成 11 年）の海岸法一部改正により、これまでの「災害からの海岸の

防護」の目的に、「海岸環境の整備と保全」と「海岸における公衆の適正な利用」

を加え、総合的に海岸の保全を推進するものとなった。 

また、地域の意向等を反映するため、国が「海岸保全基本方針※ 1」を 2000 年（平

成 12 年）に定め、この基本方針に基づき、都道府県知事が海岸の保全に関する基

本計画である「海岸保全基本計画」を策定することとなった。 

この海岸保全基本計画は、地域の持つ自然的、社会的特性を踏まえ、地域の意

見も反映しつつ、海岸法における「防護」「環境」「利用」の調和のとれた海岸づ

くりを目指して、「海岸の保全に関する基本的な事項」や「海岸保全施設の整備に

関する基本的な事項」等を定めるものである。 

  

 
※ 1 海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針であり、「海岸の保全に関する

基本的な指針」、「海岸保全基本計画を作成すべき海岸の区分」及び「海岸保全基本計画の

作成に関する基本的な事項」について、主務大臣が定めるもの。津波、高潮等による災害

の発生の防止、多様な自然環境の保全、人と自然との豊かな触れ合いの確保、海岸利用者

の利便の確保等を総合的に考慮して定められる。  

序 編 
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１  海岸法の概要  

海岸法は、1956 年（昭和 31 年）に制定され、表－１に示すとおり、これまで 1999

年（平成 11 年）と 2014 年（平成 26 年）に、一部が改正されている。 

 

表－１ 海岸法の制度の変遷 

年  度 法  律 海岸保全の考え方 社会的な背景 

1956 年 

（昭和 31 年） 

海岸法制定 目的：【防護】 

 

台風による高潮や地震による

津波から海岸背後の人命、財産

や国土を守ることを定める。 

 

・海岸工学の飛躍的な発展 

1999 年 

（平成 11 年） 

海岸法の 

一部改正 

目的：【防護】 

【環境】 

【利用】 

 

「美しく、安全で、いきいきし

た海岸を目指して」 

 

・台風による高潮や地震に伴う

津波などの災害 

・海洋性レクリエーション需要

の増大 

・広域的に顕在化する海岸侵食 

・自然環境に関する意識の向上 

・地方分権化の推進 

2014 年 

（平成 26 年） 

海岸法の 

一部改正 

・減災機能を有する堤防等の海

岸保全施設への位置付け 

・水門、陸閘等の操作規則等の

策定 

・海岸保全施設の維持、修繕基

準の策定 

等を追加 

・東日本大震災の発生 

・中央自動車道笹子トンネル天

井板落下事故等における施設

の老朽化に対する問題 

 

 

≪1999 年（平成 11 年） 海岸法一部改正の概要≫ 

①  防護・環境・利用の調和のとれた総合的な海岸管理制度の創設  

・海岸法の目的に「災害からの海岸の防護」に加えて、「海岸環境の整備と保全」、

「海岸における公衆の適正な利用」を追加して定めた。  

・防護、環境、利用の調和のとれた海岸管理を推進することを定めた。 

②  海岸法の対象となる海岸の拡張  

・海岸保全区域以外の公共海岸を一般公共海岸として位置付け、海岸管理をし

ていくことを定めた。  

・海岸の日常的な管理における市町村参画の推進を図ることを定めた。  

③  海岸の適正な保全のための措置の導入  

・指定区域において、みだりに行う一定の行為の禁止及び罰則を適用した。  

・簡易な手続きで代執行が行える制度を導入した。  

・海岸の維持に関する原因者施行・原因者負担制度を拡充・強化した。  

④  地域の意見を反映した海岸整備の計画制度の創設  

・「海岸保全基本計画」を定めるにあたっては、必要に応じて地域の意見、専門

家の知見を反映させるため、学識経験者、関係市町村長及び関係海岸管理者
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の意見聴取手続き並びに関係住民の意見を反映する手続きを導入することを

定めた。  

 

≪2014 年（平成 26 年） 海岸法一部改正の概要≫ 

①  海岸管理における防災・減災対策の推進  

・堤防と一体的に設置される減災機能を有する樹林（緑の防潮堤）など粘り強

い構造の海岸堤防等を海岸保全施設に位置付けることを定めた。  

②  水門・陸閘等の安全かつ確実な操作体制の確立  

・海岸管理者等に対して、水門・陸閘等の操作方法、訓練等に関する操作規則

等の策定を義務付けることを定めた。  

③  海岸保全施設の適切な維持管理  

・海岸管理者は海岸保全施設を良好な状態に保つよう維持・修繕すべきことを

明確化することを定めた。  

④  海岸保全区域内において座礁等した船舶の撤去等  

・海岸管理者は、海岸保全区域内で座礁等した船舶が海岸保全施設を損傷し、

海岸の保全に支障を及ぼすおそれがある場合等に、船舶所有者に対し、当該

船舶の撤去等を命令することができることを定めた。  

⑤  地域の実情に応じた海岸の維持管理の充実  

・海岸管理者は、海岸保全施設又は公共海岸の維持等を適切かつ確実に行うこ

とができる法人・団体を海岸協力団体として指定することができることを定

めた。  



- 4 - 

  

２  海岸保全基本方針及び海岸保全基本計画の概要  

 

【海岸保全基本方針】 

海岸保全基本方針の定めについては、海岸法第二条の二（主務大臣は、政令で

定めるところにより、海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針を

定めなければならない。）に示されている。 

その海岸保全基本方針は、防護・環境・利用の調和のとれた総合的な海岸管理

が適正に行われるように、国が海岸の保全に関する基本的な方向性を明らかにす

るための理念として、定められた。 

 

● 海岸の保全に関する基本的な指針  

１ 海岸の保全に関する基本的理念  

～美しく、安全で、いきいきした海岸の実現に向けて～ 

 

２ 海岸の保全に関する基本的な事項  

～国と地方の連携による総合的な海岸保全の推進～ 

（１）海岸の防護に関する基本的な事項  

～地域を守る安全な海岸の整備～  

（２）海岸環境の整備及び保全に関する基本的な事項  

～自然と共生する海岸の保全と整備～  

（３）海岸における公衆の適正な利用に関する基本的な事項  

～多様なニーズに対応した海岸の実現～  

（４）海岸保全施設の整備及び維持・修繕に関する基本的な事項  

～防護・環境・利用の調和した施設整備～  

（５）海岸の保全に関するその他の重要事項  

～行政・地域が一丸となった広範な取組の推進～  

 

≪2020 年（令和 2 年） 海岸保全基本方針変更の概要≫ 

・気候変動の影響による平均海面水位の上昇は既に顕在化しつつあり、今後、さ

らなる平均海面水位の上昇や台風の強大化等による沿岸地域への影響が懸念さ

れていることから、気候変動の影響による外力の長期変化等を調査、把握し、

災害に対する適切な防護水準を確保する。  

・潮位、波浪等についての継続的な監視やデータの蓄積により、その変動を適時

適切に把握し、気候変動による影響の予測・評価を踏まえて、適応策の具体化

を進める。  

・気候変動の影響による将来予測に関する最新の知見を継続的に共有し、対策に

最新の知見を見込むことができるような体制の構築を推進する。  

・気候変動の影響に関する見込みの変化等に応じ、計画の基本的事項及び海岸保

全施設の整備内容等を点検し、適宜見直しを行う。  
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【海岸保全基本計画】 

海岸保全基本計画の定めについては、海岸法第二条の三（都道府県知事は、海

岸保全基本方針に基づき、政令で定めるところにより、海岸保全区域等に係る海

岸の保全に関する基本計画を定めなければならない。）に示されている。 

 

● 海岸保全基本計画の作成に関する基本的な事項  

～地域の意見を反映した海岸保全の計画的推進～ 

 

・海岸保全基本計画の定めるべき基本的な事項 

海岸保全基本計画の対象範囲は、海岸法の対象となる区域において海岸保全施

設の整備と海岸管理に関する基本的な事項を定める。 

海岸法の対象となる区域は、「海岸保全区域」と「一般公共海岸区域」である。 

海岸保全施設の整備に関する対象区域は「海岸保全区域」として指定された海

岸であり、海岸管理に関する対象区域は「海岸保全区域」と「一般公共海岸区域」

となる。但し、その他の海岸であっても防護上の必要性があれば、海岸保全区域

の指定などを行って施設整備を行うことは可能で、本基本計画に含める。 

また、本基本計画には近い将来「海岸保全区域」の指定を予定している海岸に

ついても対象範囲に含める。 

海岸保全基本計画の策定に際しては、地域の意見や専門家の知見を反映させる

ため学識経験者、関係市町長及び関係海岸管理者等からのヒアリング、ブロック

会議、連絡協議会、そして検討委員会を行い、さらに地域住民の意見を反映する

ためにアンケート調査を実施して取りまとめた。 

 

 第１編 海岸の保全に関する基本的な事項 

１ 海岸の現況及び保全の方向に関する事項 

２ 海岸の防護に関する事項 

３ 海岸環境の整備及び保全に関する事項 

４ 海岸における公衆の適正な利用に関する事項 

第２編 海岸保全施設の整備及び維持・修繕に関する基本的な事項  

１ 海岸保全施設を整備しようとする区域  

２ 海岸保全施設の種類・規模及び配置等  

３ 海岸保全施設による受益の地域及びその状況 

４ 海岸保全施設の維持・修繕の方法 
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第１編   海岸の保全に関する基本的な事項  

１  海岸の現況及び保全の方向に関する事項  

１－１  海岸の概要  

山口県は、本州の最西端に位置し三方を日本海と瀬戸内海に面しており、その

海岸延長は約 1,500ｋｍを有し、日本海側の山口北沿岸と瀬戸内海側の山口南沿岸

に区別される。山口北沿岸の延長は約 430ｋｍ、山口南沿岸は約 1,070ｋｍである。 

山口南沿岸は、旧下関市と旧豊浦郡豊浦町との境界から広島県と接する和木町

までの沿岸で、その多くは瀬戸内海西端部に位置し、屋代島をはじめとする大小

の多様な島々や砂浜が点在する典型的な瀬戸内の景観を呈し風光明媚な沿岸であ

る。また、下関市の一部及び沿岸域の東半分は瀬戸内海国立公園に指定されてい

る。 

沿岸域には一級・二級などの多数の河川が流入している。また、全般的に急傾

斜の山地が背後に迫り、海岸沿いの平地は狭小な低地である。過去においては干

拓により塩田や開作地が開かれていた。その後、高度経済成長期に埋立てが行わ

れ、山陽小野田市から岩国市までの沿岸各市を横断的に結ぶ臨海工業地帯が形成

され、現在では人口や資産が集中し、山口県の社会経済活動の中心的役割を果た

している。 

沿岸域には国際拠点港湾、重要港湾の他、多数の地方港湾及び漁港があり、開

作地の多くは農耕地となっており、一般的に低地に位置することから台風による

高潮や津波等による被害が発生しやすく、また低地が連続して長いために被害が

広がりやすく、これらの被害に対して対策が求められている。 

さらに、本県の県政運営の指針である「やまぐち未来維新プラン」では、地域

の特質を生かした発展と相互の有機的結合により県政振興を図ることとしており、

沿岸域の保全と開発についても、これに密接にかかわるものである。 

このため、下関地域の一部（旧下関市内）、宇部地域、山口地域、周南地域、柳

井地域及び岩国地域からなる山口南沿岸海岸保全基本計画では「やまぐち未来維

新プラン」との整合を図るとともに、それぞれの地域がもつ特性を考慮し、ゾー

ニングについては、それぞれ豊関南ゾーン、宇部ゾーン、山口ゾーン、周南ゾー

ン、柳井ゾーン及び岩国ゾーンに区分することとした。 
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１－２  海岸事業の経緯  

山口南沿岸は、九州に上陸する台風の通過コース上に位置することから、過去

において度重なる台風による高潮被害が度々発生している。特に、瀬戸内海は干

満の差が大きく、沿岸域は南側に面していることから高潮が発生しやすく、一旦

被害が生じるとその影響は低地に沿って広範囲に広がる傾向にある。過去には、

1942年（昭和 17年）にこの海域の名を残した周防灘台風により甚大な被害を受け、

戦後はキジア台風、ルース台風、そして洞爺丸台風により相次いで被害が発生し

た。さらに、1999 年（平成 11 年）９月台風 18 号では全壊 80 棟、半壊 1,309 棟、

一部損壊 10,554 棟、床上浸水 2,506 棟、床下浸水 7,372 棟の多大な被害が発生し

た。また、依然として海岸の侵食や砂浜の後退が続いている状況である。 

このため、高潮対策事業や侵食対策事業等の海岸保全施設整備事業により、各

地区に堤防、護岸、離岸堤、胸壁、水門及び排水機場等の整備を順次進めている。

この他、近年の様々なマリンスポーツや海洋性レクリエーション等の需要に対応

するため、人工海浜等の整備を進めている。 

 

１－３  長期的な在り方  

瀬戸内海に面する山口南沿岸は、背後地に多くの人口や資産が集中し、沿岸域

は多様で貴重な動植物が生息する重要な空間である。また、マリンスポーツや海

洋性レクリエーション等としての利用や要請がある一方、人為的な諸活動によっ

て影響を受けやすい空間である。 

山口南沿岸は、高潮や海岸侵食等の災害に対し、住民の安全な暮らしを守るた

めの海岸防護、瀬戸内海国立公園に代表される干潟、砂浜、藻場や海岸林等の豊

かな自然環境や海岸景観等の保全及びその特性を生かした公衆の適正な利用につ

いて相互の調和を図り、長期的かつ広域的な視点から防護・環境・利用が調和す

るよう総合的に沿岸域の整備を推進する。 

沿岸域は地域の個性や文化を育んできていることなどから、山口南沿岸が持つ

豊かな自然、社会、生活環境等の特性を活かした、地域とともに歩む海岸保全の

ための海岸づくりを目指すものとする。 

 

山口南沿岸における海岸保全のための基本理念は、風土工学的アプローチによ

る統一コンセプトとして、次の標語に集約した。 

 

『多様な自然と人が共存する安全、快適海岸』  
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２  海岸の防護に関する事項  

２－１  防護の目標  

山口南沿岸は、台風や地震等の激しい自然条件にさらされており、海岸は高潮

や津波、波浪による災害や海岸侵食から県民の生命や財産を防護する重要な役割

を担っている。 

このため、各々の地域において、将来の気候変動による影響も踏まえた気象・

海象・地形等の自然条件及び過去の災害発生状況を把握し、背後地の人口・資産

の集積状況や土地利用の状況等を考慮して、適切な防護水準を設定する。 

また、施設整備にあたっては、各海岸管理者が連携しながら、地域の実情を踏

まえ、計画的に進めていくこととする。 

特に、高潮・津波対策については、護岸等の整備によるハード面の対策と合わ

せ、地域住民の避難誘導等に役立つソフト面の対策として、高潮・津波ハザード

マップの整備や、潮位等の海象データを県民に公開・共有する高潮防災ステーシ

ョンを整備し、高潮・津波発生時の水門・陸閘等の操作規則を策定し、一体的な

防護を図る。 

 防護水準としては 

①   台風等による高潮や波浪等から防護する海岸については、気候変動による影響

を踏まえた設計波※ 2と設計高潮位※ 3を考慮する。なお、設計高潮位は、気候変動

による平均海面水位の上昇量を考慮した朔望平均満潮位※ 4に、気候変動の影響を

考慮した潮位偏差を加えた値とする。  

②   津波から防護する海岸については、設計津波高※ 5（気候変動による平均海面水

位の上昇量を考慮した朔望平均満潮位に津波波高を加えた値）を考慮する。  

③   海岸侵食が進行している海岸については、現状の汀線を維持・保全することを

基本的な防護水準とするが、侵食が著しく海岸背後に被害が生じる可能性が高い

海岸、砂浜による消波機能を考慮した面的防御を必要とする海岸、及び海浜利用

において汀線の回復を必要とする海岸については、必要に応じた汀線の回復を図

る。また、継続的なモニタリング等も活用し、予測を重視した順応的な砂浜管理

への転換を図る。  

④   海岸保全施設の老朽化対策については、施設の機能が適切に発揮できるように

維持・修繕等を行い、耐久性の向上を図る。  

 

なお、山口南沿岸における防護水準は、表－２のように定める。  

 
※ 2 海岸保全施設等の設計に用いられる波のことで、波浪観測値や数値シミュレーション

による推算値等に基づいて定められる。  
※ 3 海岸保全施設等の設計において、安全性の照査に用いる潮位の上限値のことをいう。  
※ 4 朔（新月）及び望（満月）の日から、前 2 日、後 4 日以内に現れる各月の最高満潮位

を平均したもの。  
※ 5 海岸保全施設等の設計に用いられる津波（設計津波）による津波高さのこと。原則と

して、数十年から百数十年に一度程度発生する比較的発生頻度の高い津波を用いる。  
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表－２ 防護水準 

ゾーン名 地域名 
防護 

目的 

防護水準（気候変動考慮［2100 年時点］） 

高潮 津波 

侵食 老朽化 沖波波高 

（ｍ） 

設計高潮位 

T.P.(ｍ) 

設計津波高

T.P.(ｍ) 

豊関(南) 下関市 

高潮 

津波 

侵食 

 

 

3.61～8.69 2.47～4.99 2.04～3.15 

現 状 の 汀

線 維 持 も

し く は 必

要 に 応 じ

た 汀 線 の

回復 

施設の維

持又は修

繕 

宇部 
山陽小野田市 

宇部市 
3.61～5.04 4.26～4.97 2.74～3.15 

山口 
山口市 

防府市 
3.81～6.01 4.30～4.69 2.62～2.95 

周南 

周南市 

下松市 

光市 

4.30～6.71 4.14～4.46 2.72～2.82 

柳井 

田布施町 

平生町 

上関町 

柳井市 

周防大島町 

2.20～6.71 3.37～4.49 2.62～2.99 

岩国 
岩国市 

和木町 
2.03～4.64 3.81～4.23 2.72 

 

≪海岸保全施設整備において想定する気候変動シナリオについて≫  

将来の気候変動シナリオについて、気候変動に関する国際的枠組みであるパリ

協定（2015 年採択）では、「世界の平均気温上昇を産業革命以前と比べて２℃未満

に抑え、1.5℃までに抑える努力をする」としている。これを受けて、2020 年（令

和 2 年）７月の「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言」では、「現時点に

おいて海岸保全に反映させる外力の基準とするシナリオは、RCP2.6※ 6（２℃上昇

相当）における予測の平均的な値を基本とすることが妥当」としている。また、

2021 年（令和 3 年）8 月に国から通知された「気候変動の影響を踏まえた海岸保

全施設の計画外力の設定方法等について」では、設計潮位及び設計波は、２℃上

昇の平均的な値を前提することを基本とし、４℃上昇も参考として活用するよう

努めることとしている。 

これらを踏まえ、本計画では、２℃上昇シナリオにもとづくことを基本とし、

今後、想定シナリオと大きく異なるような平均海面水位の上昇・潮位偏差・波浪

が観測された場合、気候変動シナリオに関する新たな知見が得られた場合等には、

適宜、想定シナリオを見直すこととする。  

 
※ 6 RCP は、「IPCC 第 5 次評価報告書」で作成された代表的濃度経路（Representative 

Concentration Pathways）のことであり、温室効果ガスの排出量等が将来どのように変化

していくのかを仮定したものである。RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0、RCP8.5 の 4 つのシナ

リオがあり、「RCP」に続く数値は、2100 年頃のおおよその放射強制力（単位は W/m2）

を示す。RCP2.6 は 2℃上昇、RCP8.5 は 4℃上昇に相当する。  
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≪気候変動を踏まえた海岸保全対策の考え方≫  

気候変動による海面水位の上昇や台風の激化に対応するための施設整備につい

て、2020 年（令和 2 年）７月の「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言」で

は、平均海面水位については、手戻りのないように整備・更新時点における朔望

平均満潮位に、施設の耐用年数の間に将来的に予測される平均海面水位の上昇量

を加味するべきであるとしている。また、将来の潮位偏差や波浪の長期変化量の

予測は、平均海面水位の上昇量に比べて不確実性が高いが、施設設計への影響は

大きいとの記載がある。 

2011 年（平成 23 年）6 月の「海岸保全施設の更新等に合わせた地球温暖化適応

策検討マニュアル（案）」では、施設整備における気候変動に伴う潮位偏差や波浪

条件の設定において、施設の耐用年数後（例えばコンクリート構造物では 50 年後）

の外力変化量を見込むものとしている。また、気候変動の影響による外力変化に

は、不確実性があるため、必要天端高は、供用開始から耐用年数までの間に適宜

見直すものとしている（図－２）。 

 

 

出典：海岸保全施設の更新等に合わせた地球温暖化適応策  

検討マニュアル (案 )（平成 23 年 6 月）  

図－２ 海岸保全対策の考え方 

 

2024 年（令和 6 年）3 月に発表された「港湾における気候変動適応策の実装方

針（港湾における気候変動適応策の実装に向けた技術検討委員会）」において、設

計供用期間内に想定される作用変化に対して、施設の要求性能を確保する方策と

して、「事前適応策※ 7」、「順応的適応策※ 8」が示されている（図－３参照）。順応的

適応策の適用に当たっては、排出シナリオの不確実性への対応の観点から、その

適用が容易となるような構造上の工夫や配慮を施すことも重要であり、その一方

 
※ 7 設計供用期間中における気候変動による作用の時間変化を勘案した上で、設計供用期

間の全ての時点において要求性能を確保できるように、当該期間の初期段階において対応

する方策のこと。  
※ 8 設計供用期間の全ての時点において、要求性能を確保可能な断面諸元を設計時点で検

討するものの、実際の整備は部材や構造的な特性に応じて、当該期間中の適切な時期に段

階的に対応する方策のこと。  
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で、施設の共用性や経済性等の観点に照らして順応的適応策の採用が比較的困難

であると想定される施設や工法については、将来的な手戻り防止の観点から、事

前適応策を前提とした設計を行うことが望ましいとしている。 

 

 

出典：港湾における気候変動適応策の実装方針（令和 6 年 3 月）  

図－３ 事前適応策と順応的適応策の比較 

 

 

以上を踏まえた、山口県における海岸保全対策の考え方を（図－４）に示す。

施設整備における防護の目標年は 2100 年とし、段階的な整備により対応すること

を基本とする。設計外力は、施設の耐用年数を踏まえて、2100 年時点の気候変動

による上昇量を内挿すること等により定めるものとする。なお、水門等、追加工

事が困難な施設では、将来の施設改良を考慮した設計とする等、手戻りができる

だけ少なくなるように留意する。また、気候変動予測には不確実性があることに

留意し、最新のデータ・知見等を収集しながら検討するように努めるものとする。 

 

 

 

図－４ 山口県における海岸保全対策の考え方  

高さ

2100年

目標年

現況
天端高

施設の耐用年数等

計画天端高

気候変動による上昇量
（海面上昇量、潮位偏差、波浪）

現在（気候変動前）

※不確実性があることに留意
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≪気候変動による外力変化について≫  

2020 年（令和 2 年）７月の「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言」では、

海岸保全に影響する気候変動の現状と予測について、平均海面水位、潮位偏差、

波浪（波高、周期、波向き等）、海浜形状及び漂砂等の観点でとりまとめている。

気候変動による外力変化の概要を以下に示す。また、気候変動による外力変化の

イメージ図を図－５に示す。 

 

◯気候変動による外力変化の概要 

・日本沿岸の海面水位は、気象研究所による最新の研究成果によれば、21 世紀

中に上昇する可能性が高い。 

・高潮による潮位偏差について、将来、極値は増加すると考えられる。 

・波浪は、平均では有義波高及び平均周期が減少する。また、波向きが変化す

る、台風等が強大化することにより年最大波や設計波などの極値は増加する

という想定が考えられる。 

・海浜地形及び漂砂について、日本の砂浜は、気候変動の影響による平均海面

水位の上昇により、産業革命以前の水準から気温が約 2 度上昇するシナリオ

（RCP2.6）で約６割、約 4 度上昇するシナリオ（RCP8.5）では約８割が消失

する可能性があるという研究例があるなど、国土保全上の懸念がある。また、

極端現象だけでなく、平常時から海面水位や波浪（波高・周期及び波向き）

等の影響を受ける。 

 

 
出典：「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方」提言（令和２年７月）  

図－５ 気候変動による外力変化のイメージ 
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≪気候変動による影響を踏まえた計画外力について（平均海面水位上昇量）≫  

文部科学省と気象庁がとりまとめた「日本の気候変動 2020」では、図－６に示

す各領域について、気候変動による平均海面水位上昇量の推定値が示されている

（表－３参照）。これは、気温が産業革命以前の水準と比較して約２℃及び約４℃

上昇するシナリオにもとづき、20 世紀末（1986～2005 年平均）から 21 世紀末（2081

～2100 年平均）における平均海面水位の上昇量を算出したものである。 

山口県を含む領域Ⅲ、領域Ⅳにおいて、21 世紀末における平均海面水位の上昇

量は、2 度上昇シナリオの場合 0.39m であり、2100 年時点における平均海面水位

上昇量は、この数値を用いることを基本とする。 

 

 

出典：日本の気候変動 2020 —大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書— 

図－６ 平均海面水位の評価地点と領域区分  

 

 

表－３ 平均海面水位の上昇量  

シナリオ  領域Ⅰ  領域Ⅱ  領域Ⅲ  領域Ⅳ  
検潮所  

16 地点平均値  

２℃上昇  
0.38m 

(0.22～0.55m) 

0.38m 

(0.21～0.55m) 

0.39m 

(0.22～0.56m) 

0.39m 

(0.23～0.56m) 

0.39m 

(0.22～0.55m) 

４℃上昇  
0.70m 

(0.45～0.95m) 

0.70m 

(0.45～0.95m) 

0.74m 

(0.47～1.00m) 

0.73m 

(0.47～0.98m) 

0.71m 

(0.46～0.97m) 

数値の出典：日本の気候変動 2020 —大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書— 
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≪気候変動による影響を踏まえた計画外力について（潮位偏差）≫  

気候変動による潮位偏差の長期変化量については、山口南沿岸に顕著な潮位偏

差をもたらした複数の台風を対象に、気候変動前及び気候変動後での高潮推算を

実施し、将来変化倍率を算出することとした。山口南沿岸における対象台風は、

①1991 年（平成 3 年）台風 19 号（T9119）、②1999 年（平成 11 年）台風 18 号（T9918）、

③2004 年（平成 16 年）台風 18 号（T0418）、④2015 年（平成 27 年）台風 15 号（T1515）

の 4 台風とした。 

高潮推算にあたり、大規模アンサンブル気候予測データベース（d4PDF※ 9）を用

いて、2100 年時点における気候変動による台風中心気圧の低下量を考慮した。ま

た、将来変化倍率は、山口南沿岸に位置する港湾や漁港における最大潮位偏差の

変化率を平均することで求めた。 

「海岸保全基本計画変更に係る技術検討会」での審議結果を踏まえ、2100 年時

点における気候変動による潮位偏差の将来変化倍率は、1.07 倍とすることを基本

とする。 

 

≪気候変動による影響を踏まえた計画外力について（波浪）≫  

気候変動による波浪の長期変化量について、県内の波浪観測所を対象に年最大

有義波高の経年変化を確認した結果、明らかな上昇傾向はみられず、現時点では、

気候変動の影響は顕著ではないと判断されることから、長期間の波浪推算等によ

り設計沖波を設定する。 

長期間の波浪推算結果として、中国地方整備局の「確率波高計算処理システム」

がある。このシステムは、中国地方沿岸を 3 海域（日本海沿岸、瀬戸内海西部、

瀬戸内海東部）に分割し、各海域で発生した年最大波高水準（極大値）の異常気

象について波浪推算を実施して、計算結果をデータベース化したものであり、任

意の地点で確率波浪を抽出することができる。また、各海域の統計期間は、日本

海沿岸で 64 年間（S31～R1 年）、瀬戸内海西部で 69 年間（S26～R1 年）、瀬戸内海

東部で 70 年間（S25～R1 年）である。 

このシステムから得られる 30 年確率規模の波浪を設計沖波として設定すること

を基本とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 9 「文科省・気候変動リスク情報創生プログラム」において作成された「地球温暖化対

策に資するアンサンブル気候予測データベース、database for Policy Decision making for 

Future climate change (d4PDF)」のことで、現在の気候や気候変動後の条件下で、気圧

や風速等の大気の状態を数千年分シミュレーションしたものである。  
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≪気候変動による影響を踏まえた計画外力について（津波）≫  

2021 年（令和 3 年）8 月に国から通知された「気候変動の影響を踏まえた海岸

保全施設の計画外力の設定方法等について」では、堤防等の設計において津波を

対象とする場合も平均海面水位の上昇を考慮するものとしている。これを踏まえ、

設計津波水位は、前述した気候変動による平均海面水位の上昇量 0.39m（2℃上昇

シナリオ）を考慮した朔望平均満潮位に、設計津波（レベル 1 津波）※ 10による津

波高を加算して設定することを基本とする。  

 

≪線的防護方式※ 11・面的防護方式※ 12について≫  

現況施設の構造形式のままで嵩上げした場合（下図 A 参照）、とくに、気候変動

による必要嵩上量が大きい場合には、周辺の景観を阻害したり、施設背後地を逼

迫したりするおそれがある。そのような場合には、沖合施設（離岸堤、人工リー

フ等）や養浜等を組み合わせた面的防護を実施することにより、防護ラインの必

要天端高を低減させることも考えられる（下図 B 参照）。 

 

 

出典：気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会 参考資料に一部加筆 

図－７ 線的防護・面的防護による必要天端高のイメージ  

  

 
※ 10 海岸保全施設等の設計に用いられる津波のことであり、原則として、数十年から百数

十年に一度程度発生する比較的発生頻度の高い津波を用いる。レベル 1 津波とも呼ばれる。 
※ 11 単一の施設（例えば護岸のみ）を沿岸方向に配置する防護方式。  
※ 12 護岸、砂浜、離岸堤、潜堤・人工リーフ等の海岸保全施設を面的な広がりをもって適

切に配置することにより、波浪等の外力を沖合から徐々に弱めながら海岸を防護する方式。

一つの防護施設の破壊が直ちに背後地の大災害につながらないという利点を有する。  
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≪ハード対策やソフト対策を適切に組み合わせた気候変動適応策≫  

ハード対策施設のみで防御できるレベルには限界があるため、ソフト対策も適

切に組合せながら、気候変動により増大する外力に対応していく必要がある。2020

年（令和 2 年）７月の「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方 提言」では、ハー

ド対策及びソフト対策の例が以下のとおり示されている。山口県においても、こ

れらの例を踏まえながら、ハード対策やソフト対策を適切に組み合わせた気候変

動適応策を目指していくものとする。 

 

◯ハード対策 

・堤防等の嵩上げ 

・粘り強い構造の堤防等の整備 

・養浜、侵食対策等の実施 

・関係機関と連携した排水機能の確保 

・高潮位時の逆流防止対策 

・総合土砂管理計画に基づく対策の実施 

 

◯ソフト対策 

・海象や地形、海岸環境のモニタリングの強化 

・最新の予測技術に基づいた設計外力の定期的な見直し、データベースや手引

き等の作成、それらを継続的に実施する体制の構築 

・モニタリングや海岸保全施設に関するデータベースの構築 

・ハザードマップの作成 

・水門・陸閘及び排水機場等における津波対策訓練 

・避難判断に資する情報の分析・提供 

・避難計画作成や訓練実施の促進 

・総合土砂管理計画の作成 

・防護ラインのセットバックや都市機能の移転・集約の機会等を捉えた土地利

用の適正化 

・水害 BCP の作成 
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２－２  防護の施策  

●豊関(南)ゾーン 

本ゾーンにおける日本海側は、冬季風浪時に越波・飛沫や海岸侵食の被害が発

生している。また、瀬戸内海側では過去の台風による高潮で被災した地区海岸が

多く、特に 1999 年（平成 11 年）の台風 18 号では高潮による浸水被害が発生した。

さらに、今後、気候変動による平均海面水位の上昇や台風の強大化等の懸念があ

る。このため、高潮対策として天端高の見直しによる再整備や離岸堤等による防

災施設の整備を図る。この高潮対策の実施により、天端高については津波に対し

ても防護を図ることができる。また、侵食対策に対しては、離岸堤、潜堤、突堤

等による面的防護方式や予測を重視した順応的砂浜管理を推進するなど、沿岸域

の利用状況や海岸の地形特性等を十分考慮して適切な防災施設整備を図る。そし

て、施設の老朽化等については、耐用年数等を考慮して維持・修繕を図って、被

害の防止に努める。さらに、適切で迅速な避難のための防災意識の啓発活動等や

高潮防災ステーションによる防災システムの構築及び拡充を図る。 

なお、巌流島や満珠島・干珠島及び関門海峡沿岸においては、関門海峡の潮流

や航跡波による海岸侵食への対策とともに、海岸景観にも配慮して整備に努める。 

 

●宇部ゾーン 

本ゾーンにおいては、過去の台風による高潮で被災した地区海岸が多く、特に

1999 年（平成 11 年）の台風 18 号では高潮による浸水や家屋の倒壊等の被害が発

生した。さらに、今後、気候変動による平均海面水位の上昇や台風の強大化等の

懸念がある。このため、高潮対策として天端高の見直しによる再整備や離岸堤等

による防災施設の整備を図る。この高潮対策の実施により、天端高については津

波に対しても防護を図ることができる。また、侵食対策に対しては、離岸堤、潜

堤、突堤、養浜等による面的防護方式や予測を重視した順応的砂浜管理を推進し、

沿岸域の利用状況や海岸の地形特性等を十分に考慮して適切な防災施設整備を図

る。そして、施設の老朽化等については、耐用年数等を考慮して維持・修繕を図

って、被害の防止に努める。さらに、適切で迅速な避難のための防災意識の啓発

活動等や高潮防災ステーションによる防災システムの構築及び拡充を図る。 

 

●山口ゾーン 

本ゾーンにおいては、過去の台風による高潮で被災した地区海岸が多く、特に

1999 年（平成 11 年）の台風 18 号では高潮による浸水や家屋の倒壊等の被害が発

生した。さらに、今後、気候変動による平均海面水位の上昇や台風の強大化等の

懸念がある。このため、高潮対策として天端高の見直しによる再整備や離岸堤等

による防災施設の整備を図る。この高潮対策の実施により、天端高については津

波に対しても防護を図ることができる。また、侵食対策に対しては、護岸の補強

等による防災施設整備を図る。そして、施設の老朽化等については、耐用年数等

を考慮して維持・修繕を図って、被害の防止に努める。さらに、適切で迅速な避

難のための防災意識の啓発活動等や高潮防災ステーションによる防災システムの

構築及び拡充を図る。 
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●周南ゾーン 

本ゾーンにおいては、過去の台風による高潮で被災した地区海岸が多く、特に

1999 年（平成 11 年）の台風 18 号では高潮による浸水や家屋の倒壊等の被害が発

生した。さらに、今後、気候変動による平均海面水位の上昇や台風の強大化等の

懸念がある。このため、高潮対策として天端高の見直しによる再整備や離岸堤等

による防災施設の整備を図る。この高潮対策の実施により、天端高については津

波に対しても防護を図ることができる。また、侵食対策に対しては、離岸堤、潜

堤、突堤等による面的防護方式や予測を重視した順応的砂浜管理を推進し、白砂

青松等の美しい海岸景観の構成要素となる砂浜の保全や回復に努め、海岸の地形

特性等を十分に考慮して適切な防災施設の整備を採用する。そして、施設の老朽

化等については、耐用年数等を考慮して維持・修繕を図って、被害の防止に努め

る。さらに、適切で迅速な避難のための防災意識の啓発活動等や高潮防災ステー

ションによる防災システムの構築及び拡充を図る。 

 

●柳井ゾーン 

本ゾーンにおいては、過去の台風による高潮で被災した地区海岸が多く、特に、

1999 年（平成 11 年）の台風 18 号では高潮により多数の家屋倒壊等の被害が発生

した。また、低気圧等が発生した際には、越波、飛砂や漂砂等の被害が頻繁に起

こっている。さらに、今後、気候変動による平均海面水位の上昇や台風の強大化

等の懸念がある。このため、高潮対策として天端高の見直しによる再整備や離岸

堤等による防災施設の整備を図る。この高潮対策の実施により、天端高について

は津波に対しても防護を図ることができる。侵食対策に対しては、離岸堤、潜堤、

突堤等による面的防護方式や予測を重視した順応的砂浜管理を推進し、白砂青松

等の美しい海岸景観の構成要素となる砂浜の保全や回復に努め、海岸の地形特性

等を十分に考慮して適切な防災施設の整備を採用する。そして、施設の老朽化等

については、耐用年数等を考慮して維持・修繕を図って、被害の防止に努める。

さらに、適切で迅速な避難のための防災意識の啓発活動等や高潮防災ステーショ

ンによる防災システムの構築及び拡充を図る。 

 

●岩国ゾーン 

本ゾーンにおいては、過去の台風による高潮で被災した地区海岸が多く、特に

1999 年（平成 11 年）の台風 18 号では高潮による被害が発生した。さらに、今後、

気候変動による平均海面水位の上昇や台風の強大化等の懸念がある。このため、

高潮対策として天端高の見直しによる再整備や離岸堤等による防災施設の整備を

図る。また、侵食対策に対しては、護岸の補強等による防災施設整備を図る。こ

の高潮対策の実施により、天端高については津波に対しても防護を図ることがで

きる。そして、施設の老朽化等については、耐用年数等を考慮して維持・修繕を

図って、被害の防止に努める。さらに、適切で迅速な避難のための防災意識の啓

発活動等や高潮防災ステーションによる防災システムの構築及び拡充を図る。 
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３  海岸環境の整備及び保全に関する事項  

３－１  環境の目標  

海岸は、多種多様な生物を育む貴重な空間であるとともに、砂浜や岩場等独特

な自然環境を有し、地域の文化・歴史・風土を形成してきた。しかし、沿岸部の

開発等に伴い、自然海岸が減少してきていることから、地域文化の継承に資する

白砂青松等の復元・創造に努める。 

また、海岸の環境容量は有限であることから、海岸環境に支障を及ぼす行為を

できるだけ回避し、失われた自然の復元や景観の保全も含め、自然と共生する海

岸環境の保全と整備を図る。 

 

３－２  環境の施策  

●豊関(南)ゾーン 

本ゾーンの沿岸域は、干潟や藻場が分布しており、これらの場所は魚介類等の

育成機能を有することから、各々の海岸特性に応じた防災施設の整備に努める。

干潟域などには、カブトガニ等貴重な動植物が生息していることから、可能な限

り生息環境に配慮してその維持・保全に努める。また、消失した砂浜や海岸林の

回復に努める。風致地区や瀬戸内海国立公園の指定地域においては、海岸景観美

や史実に残る歴史的な景観等に配慮して、海岸環境の保全と整備との調和を図る。 

 

●宇部ゾーン 

本ゾーンの沿岸域は、干潟や藻場が分布しており、これらの場所は魚介類等の

育成機能を有しカブトガニ等貴重な動植物が生息していることから、可能な限り

生息環境に配慮し、各々の海岸特性に応じた防災施設の整備に努める。干潟域や

河口域などには、貴重な動植物が生息していることから、可能な限り生息環境に

配慮してその維持・保全に努める。また、周辺環境への影響を配慮した工法を採

用して、砂浜の回復や海水交換等に優れた透過性の保全施設整備を推進する。多

様な自然環境、貴重な動植物や優れた海岸景観等は可能な限りその維持・保全に

努めながら、海岸環境の保全と整備との調和を図る。 
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●山口ゾーン 

本ゾーンの沿岸域は、干潟や藻場が分布しており、これらの場所は魚介類等の

育成機能を有し、貴重な動植物が生息していることから、可能な限り生息環境に

配慮し、各々の海岸特性に応じた防災施設の整備に努める。また、周辺環境への

影響を配慮した工法を採用して、砂浜の回復や海水交換等に優れた透過性の保全

施設整備を推進する。多様な自然環境、貴重な動植物や優れた海岸景観等は可能

な限りその維持・保全に努めながら、海岸環境の保全と整備との調和を図る。 

特に、山口湾はカブトガニの貴重な生息場所であるので、保全施設の整備にあ

たっては、生息に適した海浜環境の保全に努める。 

 

●周南ゾーン 

本ゾーンの沿岸域は、干潟や藻場が分布しており、これらの場所は魚介類等の

育成機能を有し、貴重な動植物が生息していることから、可能な限り生息環境に

配慮し、各々の海岸特性に応じた防災施設の整備に努める。また、周辺環境への

影響を配慮した工法を採用して、砂浜の回復や海水交換等に優れた透過性の保全

施設整備を推進する。全ての海岸域が瀬戸内海国立公園内であるため、豊かな海

岸林、貴重な動植物や優れた海岸景観等が多く存在している。このため、可能な

限りその維持・保全に努め、海岸環境の保全と整備との調和を図る。 

 

●柳井ゾーン 

本ゾーンの沿岸域は、干潟や藻場が分布しており、これらの場所は魚介類等の

育成機能を有し、貴重な動植物が生息していることから、可能な限り生息環境に

配慮し、各々の海岸特性に応じた防災施設の整備に努める。また、周辺環境への

影響を配慮した工法を採用して、砂浜の回復や海水交換等に優れた透過性の保全

施設整備を推進する。全ての海岸域が瀬戸内海国立公園内であるため、豊かな海

岸林、貴重な動植物や優れた海岸景観等が多く存在している。このため、可能な

限りその維持・保全に努め、海岸環境の保全と整備との調和を図る。 

特に、平生湾はカブトガニの貴重な生息場所であるので、保全施設の整備にあ

たっては、生息に適した海浜環境の保全に努める。 

 

●岩国ゾーン 

本ゾーンの沿岸域は、干潟や藻場が分布しており、これらの場所は魚介類等の

育成機能を有し、貴重な動植物が生息していることから、可能な限り生息環境に

配慮し、各々の海岸特性に応じた防災施設の整備に努める。また、周辺環境への

影響を配慮した工法を採用して、砂浜の回復や海水交換等に優れた透過性の保全

施設整備を推進する。全ての海岸域が瀬戸内海国立公園内にあるため、豊かな海

岸林、貴重な動植物や優れた海岸景観等が多く存在している。このため、可能な

限りその維持・保全に努め、海岸環境の保全と整備との調和を図る。 
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４  海岸における公衆の適正な利用に関する事項  

４－１  利用の目標  

海岸は、古くから生産の場や輸送空間として、また、祭りや行事の場として利

用され、地域文化の形成や継承に重要な役割を果たしてきた。近年は、人々の要

求も社会のあらゆる分野で高度化・多様化しており、海岸も海水浴等の利用の他

に様々なレジャーやスポーツ、体験学習、癒しの場として利用されている。 

このため、公衆の適正な利用を確保していくため、誰もがいつでも安全に快適

に利用できるよう、ユニバーサルデザインに配慮した質の高い快適海岸の施設整

備等を推進するとともに、景観や利便性を著しく損なう施設の汚損等に適切に対

処する。 

 

４－２  利用の施策  

多様化する海岸利用に対して、海岸が有する様々な機能を充分に生かし、公衆

の適正な利用を確保していくため、海岸の利用増進に資する施設整備を推進し、

快適海岸の整備・保全を図るため、 

 

①   海辺との触れ合いを助長するために、安全性やバリアフリー化等の質的な向上

に配慮するとともにアクセス性や利便性の向上に努め、より一層質の高い海岸利

用を推進するための施設整備を行う。  

②   海辺が持つ安らぎの場としての親水機能を高めることや地域コミュニケーシ

ョンの場としての海岸環境の整備を行う。  

③   地域のニーズに応じた海岸利用を推進することや海岸が有している様々な機

能を充分に発揮させるため、地域住民や地域ボランティア等との協力体制を確立

していく。  

④   漂着ゴミ等に対して、海岸管理者や地元及び地元住民等と一体となった清掃活

動を行っていけるように交流を深めていく。  

⑤   放置ゴミ等により、海岸環境が悪化しないよう利用者のマナーの向上を図るた

めの啓発活動や海岸利用のルールづくりの推進に努める。  

⑥   海岸景観や利便性を著しく損なう施設や放置船等に対しても適切に対処する。 

 

などの施策を実施して、利用の増進を図る。 

  



- 23 - 

  

第２編   海岸保全施設の整備及び維持・修繕に関する基本的な事項  

１  海岸保全施設を整備しようとする区域  

海岸保全施設を整備しようとする区域は、海岸保全施設の新設又は改良に関する

一連の工事を施行しようとする範囲とし、計画事項表及び海岸保全施設施行区域図

に示す箇所である。整備しようとする区域の選定は、 

 

①   海岸環境の整備及び保全や海岸における公衆の適正な利用のための整備が要

請されている地区海岸  

②   現在まで海岸保全施設が整備されていない区間において防災のために施設を

新設する区域  

③   既に海岸保全施設が整備されている地区海岸において高潮や侵食等の被害が

依然として発生している区域  

④   海岸保全施設の老朽化が進行している箇所など  

 

とした。 

 

２  海岸保全施設の種類、規模及び配置等  

海岸別の地域特性を踏まえ、各地区海岸における海岸保全施設の種類、規模及び

配置は以下に示す通りである。 

 

２－１  施設の種類  

整備する海岸保全施設は、地形、背後地の利用形態、隣接海岸保全施設の形態、

構造、景観及び海象条件等を総合的に勘案して決定する。 

主要な施設の種類は次のとおりとする。 

● 堤防（緩傾斜堤を含む）  

● 護岸（緩傾斜護岸を含む）  

● 胸壁  

● 突堤（ヘッドランドを含む）  

● 離岸堤  

● 消波堤（消波工を含む）  

● 潜堤（人工リーフを含む）  

● 人工海浜  

● 水門，樋門，排水機場  

 

  



- 24 - 

  

２－２  施設の規模  

施設の規模は、区域ごとの海岸保全施設の延長及び堤防、護岸等の代表天端高

と定める。なお、代表天端高は、地形、背後地の利用形態及び海象現象により各

区域単独、又は数区域にまたがり代表的な地点で、そこでの標準的な海岸保全施

設を想定して決定する。 

施設の規模は、別表（計画事項表）に示すとおりである。 

 

２－３   施設の配置  

施設の配置は、受益地域※ 13とその地域の現状を把握して保全効果、利便性、景

観等を考慮して決定する。 

海岸保全施設の配置は、添付附図（海岸保全施設施行区域図）に示すとおりである。 

 

３  海岸保全施設による受益の地域及びその状況  

３－１  防護される地域  

本計画における受益地域は、添付附図（海岸保全施設施行区域図）に示すとお

りである。 

３－２  土地利用の状況  

本計画地周辺における土地利用の状況は、別表（計画事項表）に示すとおりで

ある。 

 

４  海岸保全施設の維持・修繕の方法  

巡視点検及び定期点検を実施した上で、施設の損傷や劣化の変状を把握し、計

画的に必要な修繕を実施することにより、劣化予測が可能な堤防、護岸、胸壁に

ついては「予防保全型維持管理※ 14」、点検・診断結果を基に劣化・損傷等の状態に

応じて修繕・更新を行う水門、樋門、陸閘については「状態監視型維持管理※ 15」、

耐用年数等に基づき定期的に交換・更新を行う排水施設については「時間管理型

維持管理※ 16」を行い、施設の機能を維持する。 

施設毎の維持・修繕方法を下記に示す。 

 

●堤防（緩傾斜堤を含む）、護岸（緩傾斜護岸を含む）、胸壁 

堤体前面の洗掘、水叩きの沈下や直下の空洞等の損傷や劣化を定期的に点検

し、変状の発生位置や劣化の進行状況に応じて適切に維持・修繕を実施するこ

とにより、施設の機能を継続的に確保しつつ、ライフサイクルコストを低減さ

せる。  

 
※ 13 海岸保全基本計画の対象となる海岸保全施設が未整備の場合に、浸水等が想定される

地域のこと。  
※ 14 施設の定期的な点検･診断結果により劣化予測を行いながら維持管理する手法。劣化予

測が可能な施設等を対象とする。  
※ 15 定期的な点検･診断を行い､劣化･損傷等の状態に応じて修繕･更新する維持管理の手法。

経年的な損傷以外の損傷によって健全性が左右される施設等を対象とする。  
※ 16 施設の耐用年数等に基づき、定期的に補修工事等を行う維持管理の手法。主たる構造

物が精密機械・消耗部材である施設等を対象とする。  
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●突堤（ヘッドランド含む）、離岸堤、消波堤（消波工含む）、潜堤（人工リーフ含む） 

波浪による堤体前面の洗掘や堤体ブロックの移動・散乱・沈下等を定期的に

点検し、変状の発生位置や劣化の進行状況に応じてブロックを補充する等適切

に維持・修繕を実施することにより、施設の機能を継続的に確保しつつ、ライ

フサイクルコストを低減させる。 

 

●人工海浜 

前浜幅、後浜高等を定期的に点検し、変状の発生位置やその進行状況に応じ

て砂礫の補充やサンドバイパス等の漂砂バランスの調整を実施することにより、

砂浜の機能を継続的に確保しつつ、ライフサイクルコストを低減させる。 

 

●水門・樋門、排水機場 

躯体の劣化や前面洗掘等の施設の状態面、電圧・動作電流・絶縁抵抗・部材

の摩耗・ロープ径等の施設の機能面等を定期的に点検し、変状の発生位置や劣

化の進行状況に応じて適切に維持・修繕を実施することにより、施設の機能を

継続的に確保しつつ、ライフサイクルコストを低減させる。 
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用語集（50 音順）  

 

用語  読み方  解説  

あ   

RCP あーるしーぴ

ー  

「IPCC 第 5 次評価報告書」で作成された代表的濃度経路

（Representative Concentration Pathways）のことであ

り、温室効果ガスの排出量等が将来どのように変化してい

くのかを仮定したものである。RCP2.6、RCP4.5、RCP6.0、

RCP8.5 の 4 つのシナリオがあり、「RCP」に続く数値は、

2100 年頃のおおよその放射強制力（単位は W/m2）を示す。

RCP2.6 は 2℃上昇、RCP8.5 は 4℃上昇に相当する。  

一般公共  

海岸区域  

いっぱんこう

きょうかいが

んくいき  

公共海岸の区域のうち海岸法の規定により指定される海

岸保全区域以外の区域をいう。  

越波  えっぱ  海水が波の力によって、防波堤・防潮堤など、海岸保全施

設の上面（天端）を超えること。  

沖波  おきなみ  水深の影響を受けていない波のことをいう。波がその波長

の約 1/2 よりも浅い水域（浅海域）にまで伝播すると浅海

波となり、水深の影響を受けるようになる。  

か    

海岸管理者  かいがんかん

りしゃ  

海岸保全区域及び一般公共海岸区域についてその管理を

行うべき者。海岸保全区域の管理は、当該海岸保全区域の

存する地域を統括する都道府県知事が行う。市町村長が管

理することが適当であると認められる海岸保全区域で都

道府県知事が指定したものについては、当該海岸保全区域

の存する市町村の長がその管理を行う。  

海岸協力  

団体  

かいがんきょ

うりょくだん

たい  

海岸管理者により指定された、海岸において活動する法

人、団体のこと。「海岸協力団体」の指定により、海岸管

理のパートナーとして地域に根ざした活動が促進され、地

域の実情に応じた海岸管理の充実につながることが期待

されている。  

海岸法  かいがんほう  津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害か

ら海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公

衆の海岸の適正な利用を図り、国土の保全に資することを

目的とした法律。  

海岸保全  

基本計画  

かいがんほぜ

んきほんけい

かく  

「海岸の現況及び保全の方向」及び「海岸における公衆の

適正な利用」を含めた海岸の保全に関する基本的な事項、

「海岸保全施設の整備区域」及び「海岸保全施設の維持・

修繕の方法」を含めた海岸保全施設の整備及び維持・修繕

に関する基本的な事項を、海岸保全基本方針に基づき都道

府県知事が定めるもの。  
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用語  読み方  解説  

海岸保全  

基本方針  

かいがんほぜ

んきほんほう

しん  

海岸保全区域等に係る海岸の保全に関する基本的な方針

であり、「海岸の保全に関する基本的な指針」、「海岸保全

基本計画を作成すべき海岸の区分」及び「海岸保全基本計

画の作成に関する基本的な事項」について、主務大臣が定

めるもの。津波、高潮等による災害の発生の防止、多様な

自然環境の保全、人と自然との豊かな触れ合いの確保、海

岸利用者の利便の確保等を総合的に考慮して定められる。 

海岸保全  

区域  

かいがんほぜ

んくいき  

公共海岸の内、海水または地盤の変動による被害から海岸

を防護するため、海岸保全施設の設置その他の管理を行う

必要があると認められる時に都道府県知事が指定する防

護すべき海岸の一定の区域。  

緩傾斜護岸  かんけいしゃ

ごがん  

表法勾配が１：３（3 割）より緩い表法勾配を持った護岸。 

緩傾斜堤  かんけいしゃ

てい  

表法勾配が１：３（3 割）より緩い表法勾配を持った堤防。 

胸壁  きょうへき  海岸線に漁港や港湾等の施設が存在し、利用の面から海岸

線付近に堤防、護岸等を設置することが困難な場合に、海

岸背後にある人命・資産を高潮、波浪及び津波から防護す

ることを目的として設置される海岸保全施設である。  

護岸  ごがん  原地盤を被覆し、海岸背後にある人命・資産を高潮、津波

及び波浪から防護するとともに、陸域の侵食を防止するこ

とを目的として設置される海岸保全施設である。  

さ    

朔望平均  

満潮位  

さくぼうへい

きんまんちょ

うい  

朔（新月）及び望（満月）の日から、前 2 日、後 4 日以内

に現れる各月の最高満潮位を平均したもの。  

時間管理型

維持管理  

じかんかんり

がたいじかん

り  

施設の耐用年数等に基づき、定期的に補修工事等を行う維

持管理の手法。主たる構造物が精密機械・消耗部材である

施設等を対象とする。  

事前適応策  じぜんてきお

うさく  

設計供用期間中における気候変動による作用の時間変化

を勘案した上で、設計供用期間の全ての時点において要求

性能を確保できるように、当該期間の初期段階において対

応する方策のこと。  

受益地域  じゅえきちい

き  

海岸保全基本計画の対象となる海岸保全施設が未整備の

場合に、浸水等が想定される地域のこと。  

順応的  

適応策  

じゅんのうて

きてきおうさ

く  

設計供用期間の全ての時点において、要求性能を確保可能

な断面諸元を設計時点で検討するものの、実際の整備は部

材や構造的な特性に応じて、当該期間中の適切な時期に段

階的に対応する方策のこと。  
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用語  読み方  解説  

順応的な  

砂浜管理  

じゅんのうて

きなすなはま

かんり  

自然環境の変化や人為的改変等に応じて計画を柔軟に見

直し、適切な砂浜管理をする手法。従来の砂浜管理は、侵

食が発生した箇所を対象に対策を実施する「後追い対策」

であったが、現在は健診的なモニタリングにより「予測を

重視した順応的砂浜管理」が推進されている。  

状態監視型

維持管理  

じょうたいか

んしがたいじ

かんり  

定期的な点検･診断を行い､劣化･損傷等の状態に応じて修

繕･更新する維持管理の手法。経年的な損傷以外の損傷に

よって健全性が左右される施設等を対象とする。  

消波工  しょうはこう  波のうちあげ高、越波流量及び衝撃砕波圧の低減効果を有

する施設。中詰石の上に数層の異型ブロックを並べること

あれば、全断面を異型ブロックで建設することもある。  

消波堤  しょうはてい  海岸侵食の防止、軽減及び海浜の安定化を図ることを目的

として汀線近傍に汀線と平行に設置される海岸保全施設

であり、波を消波させることにより汀線を維持する機能を

持つ。  

人工海浜  じんこうかい

ひん  

波によって海岸の砂が削り取られたような海岸に、人為的

に砂を戻す行為を養浜といい、その養浜によりつくられた

砂浜を人工海浜という。  

侵食  しんしょく  強い波浪等により海岸が侵食されたり、河川等からの砂の

供給が少なくなったり、施設等によってその供給が止めら

れたりすることにより、海岸線の砂が少なくなり、最終的

にはそこの砂がなくなることをいう。  

水門  すいもん  海水等の外水の侵入を抑えながら不要な内水を排除し、内

水位を計画水位以下に維持する機能を有する海岸保全施

設。  

設計高潮位  せっけいこう

ちょうい  

海岸保全施設等の設計において、安全性の照査に用いる潮

位の上限値のことをいう。  

設 計 津 波

（レベル 1

津波）  

せっけいつな

み  

海岸保全施設等の設計に用いられる津波のことであり、原

則として、数十年から百数十年に一度程度発生する比較的

発生頻度の高い津波を用いる。レベル 1 津波とも呼ばれる。 

設計津波高  せっけいつな

みだか  

海岸保全施設等の設計に用いられる津波（設計津波）によ

る津波高さのこと。原則として、数十年から百数十年に一

度程度発生する比較的発生頻度の高い津波を用いる。設計

津波高は、堤防位置における津波の侵入の防止を条件とし

た津波シミュレーション（堤防による津波のせり上がりを

考慮）を行うこと等により得られる。  

設計波  せっけいは  海岸保全施設等の設計に用いられる波のことで、波浪観測

値や数値シミュレーションによる推算値等に基づいて定

められる。  
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用語  読み方  解説  

潜堤・人工

リーフ  

せんてい・じ

んこうりーふ  

汀線の沖側に設置される天端高が海面よりも低い海岸保

全施設であり、海岸背後にある人命・資産を高潮及び波浪

から防護することや、海岸侵食の防止・軽減等を目的とし

ている。人工リーフは、天端幅がかなり広い潜堤と位置づ

けられる。  

線的防護  

方式  

せんてきぼう

ごほうしき  

単一の施設（例えば護岸のみ）を沿岸方向に配置する防護

方式。  

総合土砂  

管理  

そうごうどし

ゃかんり  

土砂移動に関する課題に対して、砂防・ダム・河川・海岸

の個別領域の問題として対策を行うだけでは解決できな

い場合に、各領域の個別の対策にとどまらず、流砂系を一

貫して、土砂の生産抑制、流出の調節等の必要な対策を講

じ、解決を図ること。  

総合土砂  

管理計画  

そうごうどし

ゃかんりけい

かく  

土砂動態に関わる課題を解決するための視点として、個別

領域の問題として対策を行うだけでは解決できない場合

においては、流域の源頭部から海岸までの一貫した土砂の

運動領域を「流砂系」という概念で捉え、各領域の特性を

踏まえつつ、土砂の移動による災害の防止、適切な河川等

の整備・管理、海岸侵食の抑制、生態系や景観等の河川・

海岸環境の保全、河川・海岸の適正な利活用を通じて、豊

かで活力ある社会を実現することなどを目標として、作成

する流砂系全体の土砂に関する計画。  

ソフト対策  そふとたいさ

く  

ハザードマップの作成や防災教育など災害発生時の適切

な行動の実現等を目的とした対策。  

た    

高潮  たかしお  台風や発達した低気圧が通過するとき、潮位が大きく上昇

することをいう。主な要因として、①吸い上げ効果（気圧

が低いことにより、海水を吸い上げるように作用する効

果）と②吹き寄せ効果（強風にともない海水が海岸に吹き

寄せられ、海面が上昇する効果）がある。  

潮位偏差  ちょういへん

さ  

天体の動きから算出した天文潮位と、気象などの影響を受

けた実際の潮位との差のこと。  

津波  つなみ  海底で発生する地震に伴う海底地盤の隆起・沈降や海底に

おける地滑りなどにより、その周辺の海水が上下に変動す

ることによって引き起こされるもの。  

T.P. てぃーぴー  Tokyo Peil（東京湾平均海面）の略であり、我が国の標高

の基準になっている。明治時代に東京湾の潮位観測を行っ

て定めた平均水面であり、現在の東京湾の平均水面と一致

するものではない。  
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用語  読み方  解説  

d4PDF でぃーふぉー

ぴーでぃーえ

ふ  

「文科省・気候変動リスク情報創生プログラム」において

作成された「地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予

測データベース、database for Policy Decision making for 

Future climate change (d4PDF)」のことで、現在の気候

や気候変動後の条件下で、気圧や風速等の大気の状態を数

千年分シミュレーションしたデータベースである。データ

が豊富にあるため、台風などの極端現象についても、観測

データだけでは困難であった統計的特徴や変化傾向の評

価が可能となっている。  

堤防  ていぼう  海岸背後にある人命・資産を高潮、津波及び波浪から防護

するとともに、陸域の侵食を防止することを目的として設

置される海岸保全施設である。  

突堤  とってい  陸上から沖方向に細長く突出した海岸保全施設であり、海

岸侵食の防止・軽減等を目的として設置される。  

な    

粘り強い  

構造  

ねばりづよい

こうぞう  

設計対象の津波高を超え、海岸堤防等の天端を越流した場

合であっても、施設が破壊、倒壊するまでの時間を少しで

も長くする、あるいは、全壊に至る可能性を少しでも減ら

すことを目指した構造。  

は    

ハード対策  はーどたいさ

く  

堤防の建設や耐震化など災害被害の発生を防止・軽減する

こと等を目的とした対策。  

排水機場  はいすいきじ

ょう  

海水等の外水の侵入を防止するとともに、不要な内水を排

除する機能をもつ海岸保全施設。  

ハザード  

マップ  

はざーどまっ

ぷ  

自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、

浸水想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の

位置などを表示した地図のこと。  

BCP びーしーぴー  事業継続計画（Business Continuity Plan、BCP）のこと

であり、自然災害等による不測の事態が発生しても、重要

な事業を中断させない、または中断しても可能な限り短い

期間で復旧させるための方針、体制、手順等を示した計画

のこと。  

樋門  ひもん  潮の干満を利用して地区内の排水を行う通水施設である

とともに、高潮等の異常時には堤防と同じく防災機能を有

する施設である。  

漂砂  ひょうさ  海浜において、波や流れの作用によって生じる底質の移動

現象や移動する底質物質のことをいう。  
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用語  読み方  解説  

ヘッド  

ランド  

へっどらんど  大型の突堤 2 基を人工の岬として機能させ、突堤間にポケ

ットビーチのような安定した海浜の形成を期待する海岸

保全施設である。2 基を基本として何組も設置し、突堤の

先端には、円弧状の横堤が設置される場合が多い。  

ま    

面的防護  

方式  

めんてきぼう

ごほうしき  

護岸、砂浜、離岸堤、潜堤・人工リーフ等の海岸保全施設

を面的な広がりをもって適切に配置することにより、波浪

等の外力を沖合から徐々に弱めながら海岸を防護する方

式。一つの防護施設の破壊が直ちに背後地の大災害につな

がらないという利点を有する。  

や    

有義波高  ゆうぎはこう  観測された各波の波高を大きいものから並べて、上位 1/3

に当たる個数を抽出して平均したもの。  

養浜  ようひん  波によって海岸の砂が削り取られたような海岸に、人為的

に砂を戻す行為をいう。  

予防保全型

維持管理  

よぼうほぜん

がたいじかん

り  

施設の定期的な点検･診断結果により劣化予測を行いなが

ら維持管理する手法。劣化予測が可能な施設等を対象とす

る。  

ら    

ライフサイ

クルコスト  

らいふさいく

るこすと  

海岸保全施設の供用期間に生じる全ての費用であり、既設

構造物の場合には、点検、修繕、改良、更新及び撤去の費

用を含む。修繕、改良、更新により当初の供用期間が延び

る場合には、延びた後の期間に生じる費用を含む。  

離岸堤  りがんてい  汀線の沖側に設置される天端高が海面よりも高い海岸保

全施設であり、海岸背後にある人命・資産を高潮及び波浪

から防護することや、海岸侵食の防止・軽減等を目的とし

ている。  

陸閘  りっこう  堤防、胸壁の前面の漁港、港湾、海浜等を利用するために、

車両、人の通行が可能なように設けた門扉であり、高潮等

の異常時には閉鎖し、堤防等と同様の防災機能を有する施

設をいう。  

 



計画事項表

豊関南-1 山口県 水管理・国土保全局
下関海岸
吉母地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 46 m 2.5 m 46 m 2.5～3.1 m 下関市の一部 その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 333 m 2.9 m 333 m 2.9～4.8 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 306 m - m 306 m - m 予防保全型維持管理

豊関南-3 下関市 水産庁
吉母漁港
深川地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 下関市の一部 その他 -

豊関南-4 下関市 水産庁
吉見漁港

三本松・大石地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 295 m 2.0～3.0 m 295 m 2.0～3.5 m 下関市の一部 住宅地、その他 予防保全型維持管理

豊関南-5 下関市 水産庁
吉見漁港

大久保・丸尾地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 765 m 2.0 m 765 m 2.0～2.5 m 下関市の一部 住宅地 予防保全型維持管理

豊関南-6 下関市 水産庁
安岡漁港
福江地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 377 m 4.9～5.4 m 377 m 4.9～5.9 m 下関市の一部 住宅地、農地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 3,027 m 2.0～3.2 m 3,027 m 2.0～3.7 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 212 m - m 212 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 200 m - m 200 m - m 予防保全型維持管理

豊関南-8 山口県 水産庁
下関漁港

武久北地区
海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 下関市の一部 住宅地、その他 -

豊関南-9 山口県 水産庁
下関漁港

武久南地区
海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 下関市の一部 住宅地、その他 -

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 796 m 4.0～6.0 m 796 m 4.0～6.5 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 70 m - m 70 m - m 予防保全型維持管理

豊関南-11 山口県 水産庁
下関漁港

彦島老・小戸地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 701 m 2.4～5.8 m 701 m 2.4～6.3 m 下関市の一部

工業
用地

予防保全型維持管理

豊関南-12 山口県 水産庁
下関漁港
伊崎地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 190 m 4.8 m 190 m 4.8～5.3 m 下関市の一部
住宅地、工業

用地
予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 786 m 3.0～5.0 m 786 m 3.0～5.5 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 306 m - m 306 m - m 予防保全型維持管理

潜堤・人工リーフ ― 270 m - m 270 m - m 予防保全型維持管理

砂浜 ― 26,200 m2 - m 26,200 m2 - m 予防保全型維持管理

豊関南-14 下関市 港湾局
下関港海岸
巌流島地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 619 m 1.5～3.3 m 619 m 1.5～3.3 m 下関市の一部 その他 予防保全型維持管理

豊関南-15 下関市 港湾局
下関港海岸
壇之浦地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 314 m 3.2～3.5 m 314 m 3.2～4.1 m 下関市の一部 住宅地 予防保全型維持管理

豊関南-16 下関市 港湾局
下関港海岸

みもすそ川地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,464 m 4.3 m 1,464 m 4.3～6.8 m 下関市の一部

住宅地、商業
用地、その他

予防保全型維持管理

豊関南-17 下関市 港湾局
下関港海岸
前田地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 611 m 6.2～6.8 m 611 m 6.2～7.4 m 下関市の一部 住宅地、その他 予防保全型維持管理

豊関南-18 下関市 港湾局
下関港海岸
浜浦地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,490 m 4.3～5.0 m 1,490 m 4.3～7.8 m 下関市の一部 住宅地、その他 予防保全型維持管理

豊関南-19 下関市 港湾局
下関港海岸

長府外浦地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 759 m 6.0～6.3 m 759 m 6.0～9.5 m 下関市の一部

住宅地、商業
用地、その他

予防保全型維持管理

区域
番号

豊関南-2

豊関南-10

豊関南-7

豊関南-13

下関市の一部

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所

下関漁港
大坪地区

総延長
基数 箇所

天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

下関市
吉母漁港
江尻地区

地域 状況

水産庁

所管

水産庁

山口県

住宅地、森林地下関市の一部

規模（改良計画）※

住宅地、工業
用地、森林地

水産庁 下関市の一部
住宅地、商業
用地、その他

安岡漁港
横野・安岡・綾羅木地区

天端高
T.P.(m)

下関市

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

山口県 水産庁
下関漁港

彦島西山地区
下関市の一部

住宅地、工業
用地

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 15,070 m 2.4～5.9 m 15,070 m 2.4～9.9 m 下関市の一部 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 5,086 m 6.3～7.7 m 5,086 m 6.3～9.9 m 下関市の一部 予防保全型維持管理

胸壁 ― 70 m 4.5 m 70 m 4.5 m 下関市の一部 予防保全型維持管理

潜堤・人工リーフ ― 600 m - m 600 m - m 下関市の一部 予防保全型維持管理

樋門 ― 9 基 - m 9 基 - m 下関市の一部 状態監視型維持管理

陸閘 ― 7 基 - m 7 基 - m 下関市の一部 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 1,353 m 8.2 m 1,353 m 8.2～9.6 m 下関市の一部 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 58 m - m 58 m - m 下関市の一部 予防保全型維持管理

樋門 ― 4 基 - m 4 基 - m 下関市の一部 状態監視型維持管理

陸閘 ― 5 基 - m 5 基 - m 下関市の一部 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 1,469 m 6.0～7.2 m 1,469 m 6.0～7.8 m 下関市の一部 予防保全型維持管理

陸閘 ― 5 基 - m 5 基 - m 下関市の一部 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 983 m 7.2 m 983 m 7.2～9.7 m 下関市の一部 予防保全型維持管理

樋門 ― 4 基 - m 4 基 - m 下関市の一部 状態監視型維持管理

陸閘 ― 5 基 - m 5 基 - m 下関市の一部 状態監視型維持管理

排水機場 ― 1 箇所 - m 1 箇所 - m 下関市の一部 時間管理型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 725 m 7.9 m 725 m 7.9～8.5 m 下関市の一部 予防保全型維持管理

陸閘 ― 1 基 - m 1 基 - m 下関市の一部 状態監視型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 下関市の一部 状態監視型維持管理

豊関南-25 下関市 水産庁
蓋井島漁港
村中地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 62 m 5.4 m 62 m 5.4～5.9 m 下関市の一部 住宅地 予防保全型維持管理

豊関南-26 下関市 水産庁
蓋井島漁港

筏石・宮脇地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 346 m 3.9～5.0 m 346 m 3.9～5.5 m 下関市の一部 その他 予防保全型維持管理

山口県 農村振興局

豊関南-20

豊関南-21

豊関南-22

豊関南-23

豊関南-24

山口県
木屋川沖海岸
木屋川沖地区

港湾局

水管理・国土保全局

下関市
下関港海岸
王喜沖地区

港湾局

下関市
下関港海岸

宇部・長府沖地区
港湾局

農地、その他

住宅地

下関市
下関港海岸
清末沖地区

住宅地、農地、その他

住宅地、商業
用地、工業

用地、農地、その他

下関東港海岸
松屋地区

住宅地、農地、その他

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 2,774 m 5.2～7.9 m 2,774 m 5.2～8.5 m 予防保全型維持管理

水門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 190 m 6.4 m 190 m 6.4～7.3 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 652 m 4.5～5.4 m 652 m 4.5～6.0 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 14 基 - m 14 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 483 m 4.0～5.4 m 483 m 4.0～6.0 m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,642 m 3.7～5.4 m 1,642 m 3.7～9.2 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 19 基 - m 19 基 - m 状態監視型維持管理

水門 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

港湾局 離岸堤 ― 2,311 m - m 2,311 m - m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,363 m 4.5 m 1,363 m 4.5～7.8 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 380 m 4.6 m 380 m 4.6～5.2 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 680 m 4.5 m 680 m 4.5～5.1 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 13 基 - m 13 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,100 m 6.3 m 1,100 m 6.3～6.9 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 2,350 m 6.3 m 2,350 m 6.3～6.9 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

排水機場 ― 1 箇所 - m 1 箇所 - m 時間管理型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 890 m 4.2～4.8 m 890 m 4.2～5.6 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

宇部-2

宇部-1

宇部-3

宇部-4

宇部-5

宇部-6

宇部-7

水産庁

住宅地、その他
山陽小野田市の一

部

住宅地、農地、その他
山陽小野田市の一

部

山陽小野田市の一
部

山陽小野田市の一
部

住宅地、工業
用地、農地

住宅地、農地

埴生港海岸
郡・津布田地区

山口県

山口県

埴生港
埴生地区

山陽小野田市
梶漁港海岸

梶地区

住宅地、農地、その他
山陽小野田市の一

部

山口県 農村振興局 住宅地、農地、その他
山陽小野田市の一

部

厚狭港
郡地区

住宅地、農地、その他
山陽小野田市の一

部

山陽小野田市

高泊漁港
浜地区

水産庁

山口県

水管理・国土保全局

山陽小野田市

水産庁

港湾局

厚狭港
黒崎開作地区

農村振興局

埴生漁港海岸
埴生地区

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,130 m 4.2～7.9 m 1,130 m 4.2～8.5 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 6 基 - m 6 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 6,282 m 2.8～6.2 m 6,282 m 2.8～6.8 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 1,571 m 4.2 m 1,571 m 4.2～4.8 m 予防保全型維持管理

水門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 13 基 - m 13 基 - m 状態監視型維持管理

排水機場 ― 1 箇所 - m 1 箇所 - m 時間管理型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,131 m 3.2～4.5 m 1,131 m 3.2～5.1 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 838 m 4.2 m 838 m 4.2～4.8 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 13 基 - m 13 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 19 基 - m 19 基 - m 状態監視型維持管理

排水機場 ― 1 箇所 - m 1 箇所 - m 時間管理型維持管理

宇部-11 山口県 港湾局
小野田港
大浜地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 2,252 m 5.4～6.3 m 2,252 m 5.4～6.9 m
山陽小野田市の一

部
住宅地、工業
用地、その他

予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,360 m 3.3～7.0 m 1,360 m 3.3～7.6 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 668 m - m 668 m - m 予防保全型維持管理

潜堤・人工リーフ ― 300 m - m 300 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 3,653 m 7.2 m 3,653 m 7.2～7.4 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

宇部-14 山口県 港湾局
宇部港

西沖ノ山その二地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 2,810 m 6.0 m 2,810 m 6.0～6.5 m 宇部市の一部

住宅地、工業
用地、その他

予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,768 m 4.4～5.3 m 1,768 m 4.4～7.0 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 535 m 5.1 m 535 m 5.1～5.7 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 9 基 - m 9 基 - m 状態監視型維持管理

宇部-12

宇部-8

宇部-9

宇部-10

宇部-13

宇部-15

山陽小野田市の一
部

山陽小野田市の一
部

住宅地、商業
用地、工業

用地、農地、その他

山口県 港湾局

山陽小野田市の一
部

宇部港
昭和開作地区

宇部港
西沖ノ山地区

水産庁

山口県 港湾局

山陽小野田市

山口県 港湾局

水管理・国土保全局
小野田海岸
焼野地区

山口県

小野田港
有帆地区

港湾局山口県

宇部市の一部

山陽小野田市の一
部

宇部市、山陽小野田
市の一部

住宅地、工業
用地、その他

工業
用地、その他

住宅地、工業
用地

住宅地、工業
用地、農地

住宅地、商業
用地、その他

刈屋漁港
木戸・刈屋地区

小野田港
小野田地区

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 3,292 m 4.0～4.2 m 3,292 m 4.0～4.8 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 1,388 m 3.7 m 1,388 m 3.7～4.3 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 18 基 - m 18 基 - m 状態監視型維持管理

排水機場 ― 1 箇所 - m 1 箇所 - m 時間管理型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 2,188 m 3.2～4.2 m 2,188 m 3.2～4.8 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 2,299 m 3.9～4.0 m 2,299 m 3.9～4.6 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 39 基 - m 39 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 340 m 4.2 m 340 m 4.2～4.6 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 1,886 m 4.0～4.2 m 1,886 m 4.0～4.8 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 39 基 - m 39 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 4,049 m 3.5～6.0 m 4,049 m 3.5～6.6 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 1,003 m 5.1 m 1,003 m 5.1～5.7 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 14 基 - m 14 基 - m 状態監視型維持管理

宇部-20 宇部市 水産庁
宇部岬漁港
宇部岬地区

胸壁 ◯ 182 m 4.4～6.0 m 182 m 4.4～6.6 m 宇部市の一部
住宅地、商業

用地
予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 414 m 1.8 m 414 m 1.8～2.4 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,455 m 5.0～5.1 m 1,455 m 5.0～5.7 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 826 m 5.0～6.0 m 826 m 5.0～6.6 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 8 基 - m 8 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

宇部市の一部
住宅地、商業
用地、工業

用地、農地、森林地
宇部-23 宇部市

宇部-19

宇部-16

宇部-17

宇部-18

宇部-21

宇部-22 山口県

宇部市の一部

港湾局山口県

宇部港
東見初地区

宇部港
中地区その一地区

宇部港
中地区その三地区

港湾局

山口県 港湾局

山口県

住宅地、商業
用地、工業

用地、その他

住宅地、商業
用地、工業

用地、その他

宇部港
中地区その二地区

住宅地、商業
用地、工業

用地、その他

山口県 港湾局

港湾局

床波漁港
江頭地区

港湾局山口県
宇部港

亀浦地区
住宅地、その他

住宅地、商業
用地、工業

用地、その他

水産庁

住宅地、商業
用地、農地

宇部市の一部

宇部市の一部

宇部市の一部

宇部港
西岐波地区

宇部市の一部

宇部市の一部

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 87 m 5.0～5.9 m 87 m 5.0～6.5 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 406 m 4.2～4.4 m 406 m 4.2～5.0 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 708 m 5.0～6.1 m 708 m 5.0～7.6 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 329 m 4.3～4.5 m 329 m 4.3～5.1 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 110 m - m 110 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 10 基 - m 10 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 53 m 3.8 m 53 m 3.8～4.4 m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 282 m 2.0～3.0 m 282 m 2.0～3.6 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 121 m - m 121 m - m 予防保全型維持管理

宇部-27 宇部市 水管理・国土保全局
宇部海岸

永ヶ久保地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 127 m 4.2 m 127 m 4.2～6.8 m 宇部市の一部 住宅地、農地 予防保全型維持管理

宇部-28 宇部市 水管理・国土保全局
宇部海岸
高尾地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 173 m 4.4 m 173 m 4.4～5.0 m 宇部市の一部 住宅地、農地 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 115 m 4.0 m 115 m 4.0～5.0 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 970 m 4.0 m 970 m 4.0～4.6 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 17 基 - m 17 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 703 m 5.1 m 703 m 5.1～5.7 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,635 m 2.9～5.6 m 1,635 m 2.9～6.2 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 242 m - m 242 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 12 基 - m 12 基 - m 状態監視型維持管理

宇部市の一部
住宅地、商業
用地、工業

用地、農地、森林地

宇部市の一部
住宅地、商業
用地、工業

用地、農地、森林地

宇部市の一部
住宅地、商業
用地、工業

用地、農地、森林地

宇部-24

宇部-25

宇部-26

宇部-30 山口県

宇部-29

宇部-31
住宅地、商業

用地、農地、森林地

住宅地、農地水産庁宇部市

港湾局山口県

宇部市の一部

床波漁港
床波西地区

床波漁港
床波東地区

宇部市

宇部市

宇部市

住宅地、農地

水産庁

丸尾漁港
丸尾地区

丸尾港
波雁ヶ浜地区

宇部市の一部

床波漁港
白土地区

水産庁

水産庁

港湾局
丸尾港

東岐波地区
宇部市の一部

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 357 m 5.6 m 357 m 5.6～6.2 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

山口-2 山口市 水産庁
阿知須漁港
遠石地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 537 m 6.0 m 537 m 6.0～8.1 m 山口市の一部
住宅地、商業
用地、工業

用地、農地、その他
予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 3,340 m 5.4～5.9 m 3,340 m 5.4～6.5 m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 722 m 4.4～5.9 m 722 m 4.4～6.5 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 68 m - m 68 m - m 予防保全型維持管理

潜堤・人工リーフ ― 52 m - m 52 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 1,856 m 5.7 m 1,856 m 5.7～6.3 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 82 m - m 82 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 8 基 - m 8 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 9 基 - m 9 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 478 m 4.7 m 478 m 4.7～5.3 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 109 m 5.4 m 109 m 5.4～6.0 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 60 m - m 60 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 1,434 m 5.6 m 1,434 m 5.6～6.2 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 360 m 5.1 m 360 m 5.1～5.7 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 20 m 4.8 m 20 m 4.8～5.4 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 76 m 5.1 m 76 m 5.1～5.7 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 6 基 - m 6 基 - m 状態監視型維持管理

山口-1

山口-7

山口-3

山口-4

山口-5

山口-6

住宅地、農地、森林
地、その他

山口県

山口市の一部
山口港

阿知須地区

山口港
新地地区

港湾局山口県

山口市の一部

住宅地、農地、その他

住宅地、農地

山口市 水産庁

山口県

港湾局

山口市の一部

阿知須漁港
小古郷地区

住宅地、商業
用地、農地、森林地、

その他

住宅地、農地、その他

山口港
北の江地区

山口市の一部
住宅地、商業
用地、工業

用地、農地、その他

山口市の一部

山口港
深溝地区

港湾局

相原漁港
相原地区

農村振興局

水産庁

山口県

山口市

山口市の一部

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 1,820 m 5.5～5.8 m 1,820 m 5.5～6.4 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 1 m - m 1 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 83 m 5.0 m 83 m 5.0～5.6 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,180 m 5.0～6.1 m 1,180 m 5.0～6.7 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 9 基 - m 9 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 5,240 m 4.6～5.0 m 5,240 m 4.6～5.6 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 9 基 - m 9 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 400 m 5.5 m 400 m 5.5～6.1 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 2,450 m 4.9 m 2,450 m 4.9～5.5 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 8 基 - m 8 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 1,085 m 3.6～4.6 m 1,085 m 3.6～5.2 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 309 m 4.7 m 309 m 4.7～5.3 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

山口-11 山口県

山口-15

山口-10

山口-12

山口-13

山口-14

山口-8

山口-9

住宅地、農地、その他

住宅地港湾局 山口市の一部

山口市の一部

山口市の一部

山口市の一部

山口市の一部

山口市の一部

住宅地、農地、その他

住宅地、農地、森林地

山口市の一部

港湾局

山口港
小島地区

山口県 港湾局

山口港
昭和開作地区

農村振興局山口県

水管理・国土保全局
山口海岸
二島地区

水管理・国土保全局山口県

山口県

山口県

水管理・国土保全局
山口海岸

昭和開作地区
山口市の一部 住宅地、農地

山口港
北之江相原地区

農村振興局

山口県

山口港
幸崎地区

山口港
相原地区

住宅地、農地、森林地

農地、その他

住宅地、農地、森林地

山口海岸
浦辺地区

山口県

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 1,530 m 5.5 m 1,530 m 5.5～6.1 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 1 m - m 1 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

排水機場 ― 1 箇所 - m 1 箇所 - m 時間管理型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 1,019 m 5.3～5.5 m 1,019 m 5.3～6.1 m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 451 m 4.2 m 451 m 4.2～4.8 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 100 m - m 100 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 1,010 m 4.7 m 1,010 m 4.7～5.3 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 800 m - m 800 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,446 m 3.9～4.8 m 1,446 m 3.9～6.1 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 430 m 3.4～3.9 m 430 m 3.4～4.5 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 175 m 4.2 m 175 m 4.2～4.8 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 11 基 - m 11 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 970 m 4.7 m 970 m 4.7～5.3 m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 289 m 5.0 m 289 m 5.0～5.6 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 30 m - m 30 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 6 基 - m 6 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 393 m 4.7 m 393 m 4.7～5.3 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 20 m - m 20 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

住宅地、農地

山口港
大江地区

山口市の一部 農地、その他

山口-17

山口-16

山口-19

山口-20

山口-21

山口-18

山口市の一部

山口市の一部

山口市の一部

港湾局

山口港
美濃ヶ浜地区

山口県 港湾局

山口港
長浜地区

山口県

水産庁

山口県

山口県

農村振興局

山口県 港湾局
山口港

沖岩屋地区
山口市の一部

住宅地、森林地、その
他

住宅地、農地、その他

住宅地、その他

住宅地、森林地、その
他

山口港
南前地区

山口市の一部

山口漁港
山口地区

山口市

港湾局

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,195 m 4.5～5.3 m 1,195 m 4.5～7.6 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 700 m - m 700 m - m 予防保全型維持管理

山口-23 山口市 港湾局
秋穂港

黒潟地区
海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 山口市の一部 住宅地、その他 -

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,598 m 2.3～5.0 m 1,598 m 2.3～7.5 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 335 m 3.0～4.7 m 335 m 3.0～5.3 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 672 m 4.1 m 672 m 4.1～4.7 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 155 m - m 155 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 24 基 - m 24 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 1,870 m 3.2～5.7 m 1,870 m 3.2～6.3 m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 598 m 4.1～5.1 m 598 m 4.1～5.7 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 657 m 3.0～6.0 m 657 m 3.0～7.0 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 15 m - m 15 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 185 m - m 185 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 425 m 2.7～3.3 m 425 m 2.7～3.9 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 75 m - m 75 m - m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 460 m 6.1 m 460 m 6.1～7.6 m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 50 m 2.7 m 50 m 2.7～3.3 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 75 m - m 75 m - m 予防保全型維持管理

山口-25

山口-26

山口-27

山口-28

山口-22

山口-24

山口市の一部山口市 港湾局
山口東港

美濃ヶ浜地区

秋穂漁港
秋穂地区

山口市 水産庁

山口市の一部

山口市の一部

住宅地、農地、森林
地、その他

秋穂漁港
中道地区

山口市 水産庁

山口市 水産庁
秋穂漁港
尻川地区

山口市

山口市の一部

住宅地、森林地、その
他

住宅地、農地、その他

住宅地、農地、その他

住宅地、農地、その他

住宅地、農地、森林
地、その他

山口市の一部

山口市の一部港湾局
秋穂港

花香地区

山口市 港湾局
青江港

青江地区

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 3,872 m 3.0～5.7 m 3,872 m 3.0～6.3 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 1,146 m 4.6～6.7 m 1,146 m 4.6～7.3 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 285 m - m 285 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 350 m - m 350 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 25 基 - m 25 基 - m 状態監視型維持管理

水門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 834 m 4.5～5.5 m 834 m 4.5～6.1 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 117 m 4.5 m 117 m 4.5～5.1 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 30 m - m 30 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 9 基 - m 9 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 2,250 m 6.5 m 2,250 m 6.5～7.1 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 12 基 - m 12 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 3,036 m 7.2～7.8 m 3,036 m 7.2～8.4 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 57 m - m 57 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 13 基 - m 13 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 1,400 m 4.8 m 1,400 m 4.8～5.4 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 16 基 - m 16 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 990 m 5.5～7.1 m 990 m 5.5～6.9 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 316 m - m 316 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

山口県 水管理・国土保全局

防府市 水産庁

山口県 農村振興局

山口-29

山口-30

山口-31

山口-32

山口-33

山口-34

住宅地、工業
用地、農地、その他

山口市の一部

防府市の一部

住宅地、農地、その他

住宅地、農地、その他

住宅地、商業
用地、農地、その他

防府海岸
西浦地区

大道漁港
大道地区

防府海岸
台道地区

防府海岸
新開作地区

住宅地、工業
用地

防府海岸
西之浦地区

農村振興局山口県

秋穂漁港
大海地区

山口市 水産庁

山口県 農村振興局 防府市の一部

防府市の一部

防府市の一部

防府市の一部

住宅地、農地、その他

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 689 m 5.3 m 689 m 5.3～5.9 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 438 m 6.0 m 438 m 6.0～6.6 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 81 m 5.0 m 81 m 5.0～5.6 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 26 m - m 26 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 9 基 - m 9 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 448 m 2.8～5.5 m 448 m 2.8～8.6 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 80 m 5.5 m 80 m 5.5～6.1 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 303 m 4.8～5.5 m 303 m 4.8～6.1 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 116 m - m 116 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 6 基 - m 6 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 6,840 m 3.7 m 6,840 m 3.7～4.3 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 26 基 - m 26 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 2,680 m 3.7 m 2,680 m 3.7～4.3 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 9 基 - m 9 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 9,587 m 4.1～6.4 m 9,587 m 4.1～7.0 m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 5,582 m 2.9～6.6 m 5,582 m 2.9～10.0 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 1,631 m 2.0 m 1,631 m 2.0～2.6 m 予防保全型維持管理

水門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 112 基 - m 112 基 - m 状態監視型維持管理

排水機場 ― 2 箇所 - m 2 箇所 - m 時間管理型維持管理

山口-37

山口-39

山口-35

山口-36

山口-38

山口県

農村振興局

農村振興局
住宅地、商業
用地、工業

用地、農地、その他

防府市

防府海岸
大浜地区

山口県 港湾局
三田尻中関港
三田尻地区

防府市の一部
住宅地、商業
用地、工業

用地、その他

防府市の一部

水産庁
西浦漁港
西浦地区

防府市の一部
住宅地、工業
用地、その他

防府市 水産庁
中浦漁港
中浦地区

防府市の一部 住宅地、農地、その他

防府海岸
中浜地区

山口県
住宅地、商業
用地、工業

用地、農地、その他

防府市の一部

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

山口-40 山口県 港湾局
三田尻中関港

鐘紡地区
排水機場 ― 1 箇所 - m 1 箇所 - m 防府市の一部

住宅地、商業
用地、工業

用地、農地、その他
時間管理型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 506 m 4.5～5.4 m 506 m 4.5～6.1 m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 418 m 4.1～4.5 m 418 m 4.1～6.4 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 526 m 4.1～4.5 m 526 m 4.1～5.1 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 30 基 - m 30 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 1,387 m 3.0～5.8 m 1,387 m 3.0～5.8 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 95 m 5.1 m 95 m 5.1～5.7 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 80 m - m 80 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 13 基 - m 13 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 2,848 m 3.6～5.2 m 2,848 m 3.6～5.8 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 61 m 2.8 m 61 m 2.8～3.4 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 6 基 - m 6 基 - m 状態監視型維持管理

山口-44 防府市 農村振興局
防府海岸

西田の浦地区
海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 防府市の一部 農地、その他 -

山口-45 防府市 農村振興局
防府海岸
大谷地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 防府市の一部 その他 -

山口-46 防府市 農村振興局
防府海岸

音ヶ瀬地区
海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 防府市の一部 その他 -

山口-47 防府市 農村振興局
防府海岸
水尻地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 防府市の一部 その他 -

山口-48 防府市 農村振興局
防府海岸
大石地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 防府市の一部 農地、その他 -

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 1,004 m 4.7～6.3 m 1,004 m 4.7～6.9 m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,066 m 3.2～5.7 m 1,066 m 3.2～6.3 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 40 m - m 40 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 15 基 - m 15 基 - m 状態監視型維持管理

山口-50 防府市 水産庁
牟礼漁港

美濃越地区
海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 防府市の一部 その他 -

山口-51 防府市 農村振興局
防府海岸
小浜地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 防府市の一部 農地、その他 -

山口-41

山口-42

山口-43

山口-49 防府市 水産庁
牟礼漁港
江泊地区

住宅地、農地、その他
向島漁港

郷ヶ崎地区

向島漁港
小田地区

住宅地、農地、その他

住宅地、農地、その他防府市 水産庁

水産庁防府市

三田尻中関港
向島地区

山口県 防府市の一部港湾局

防府市の一部 住宅地、農地、その他

防府市の一部

防府市の一部

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 133 m 6.4～6.7 m 133 m 6.4～8.6 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 252 m 6.7 m 252 m 6.7～7.3 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 1,329 m 4.7～6.0 m 1,329 m 4.7～6.6 m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,639 m 2.6～5.7 m 1,639 m 2.6～7.4 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 260 m 4.7～4.8 m 260 m 4.7～5.4 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 370 m - m 370 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 420 m - m 420 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 34 基 - m 34 基 - m 状態監視型維持管理

山口-54 防府市 水産庁
野島漁港
野島地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 220 m 4.8～5.4 m 220 m 4.8～7.4 m 防府市の一部 住宅地、その他 予防保全型維持管理

山口-55 山口県 水管理・国土保全局
野島海岸
野島地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 200 m 6.5 m 200 m 6.5 m 防府市の一部 その他 予防保全型維持管理

山口-56 防府市 農村振興局
防府海岸

田の浦地区
海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 防府市の一部 その他 -

山口-57 防府市 農村振興局
防府海岸

大久保地区
海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 防府市の一部 その他 -

防府市の一部 住宅地、農地、その他

山口-52 防府市 水産庁

山口-53
富海漁港
富海地区

牟礼漁港
末田地区

防府市の一部 住宅地、その他

防府市 水産庁

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

周南-1 周南市 水産庁
戸田漁港
宿地区

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 143 m 3.7 m 143 m 3.7～4.3 m 周南市の一部 農地、その他 予防保全型維持管理

周南-2 周南市 水産庁
戸田漁港

四郎谷地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 181 m 2.5～2.9 m 181 m 2.5～3.5 m 周南市の一部 住宅地、農地、森林地 予防保全型維持管理

周南-3 周南市 水産庁
戸田漁港
桑原地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 65 m 2.4 m 65 m 2.4～3.0 m 周南市の一部 住宅地、農地、森林地 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 90 m 2.7～3.5 m 90 m 2.7～4.1 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

周南-5 周南市 水産庁
戸田漁港

北長江地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 130 m 2.6 m 130 m 2.6～3.2 m 周南市の一部 農地、森林地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 600 m 4.4 m 600 m 4.4～5.0 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 16 基 - m 16 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 253 m 5.4 m 253 m 5.4～6.0 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 213 m 4.1～5.4 m 213 m 4.1～6.0 m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 864 m 3.6～5.2 m 864 m 3.6～5.8 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 91 m 5.2 m 91 m 5.2～5.8 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 320 m - m 320 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 1,539 m 3.5～5.4 m 1,539 m 3.5～6.0 m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 2,830 m 2.7～4.5 m 2,830 m 2.7～5.6 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 878 m 4.1～4.5 m 878 m 4.1～5.1 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 8 基 - m 8 基 - m 状態監視型維持管理

排水機場 ― 3 箇所 - m 3 箇所 - m 時間管理型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 1,185 m 2.2～3.9 m 1,185 m 2.2～4.5 m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 5,209 m 4.5～4.9 m 5,209 m 4.5～5.5 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 1,400 m 3.9 m 1,400 m 3.9～4.5 m 予防保全型維持管理

水門 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 30 基 - m 30 基 - m 状態監視型維持管理

排水機場 ― 4 箇所 - m 4 箇所 - m 時間管理型維持管理

周南市 水産庁
戸田漁港

東津木地区
周南市の一部 住宅地、農地、その他

周南-9 周南市 水産庁
福川漁港
福川地区

周南市の一部
住宅地、商業
用地、工業

用地、その他

周南市 水産庁
戸田漁港

西津木地区
周南市の一部 住宅地、農地、その他

住宅地、農地、森林
地、その他

周南-8 周南市 水産庁
福川漁港

長田町地区
周南市の一部 住宅地、その他

周南-4

山口県
住宅地、商業
用地、工業

用地、その他

周南-7

周南-10

周南-6

港湾局
徳山下松港
富田地区

周南市の一部

周南市の一部

戸田漁港
南長江地区

水産庁周南市

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,399 m 4.4～6.0 m 1,399 m 4.4～6.6 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 42 m 5.1 m 42 m 5.1～5.7 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 360 m - m 360 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 15 基 - m 15 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 840 m 5.8 m 840 m 5.8～6.4 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 6 基 - m 6 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 732 m 3.1～5.4 m 732 m 3.1～6.0 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 58 m 4.7 m 58 m 4.7～5.3 m 予防保全型維持管理

潜堤・人工リーフ ― 215 m - m 215 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 698 m 6.9 m 698 m 6.9～7.5 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 319 m 3.1～4.7 m 319 m 3.1～5.3 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 40 m - m 40 m - m 予防保全型維持管理

周南-16 周南市 水産庁
大津島漁港
馬島地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 70 m 5.5 m 70 m 5.5～6.1 m 周南市の一部 住宅地、農地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 234 m 5.2 m 234 m 5.2～5.8 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

周南-18 山口県 水管理・国土保全局
大津島海岸
馬島地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 322 m 5.8 m 322 m 5.8～9.9 m 周南市の一部 住宅地、農地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 329 m 4.1 m 329 m 4.1～5.0 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 253 m 4.1 m 253 m 4.1～4.7 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 6 基 - m 6 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 415 m 3.6～4.1 m 415 m 3.6～4.7 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 30 m - m 30 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 6 基 - m 6 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

周南市 水産庁
大津島漁港
刈尾地区

周南市の一部
住宅地、森林地、その

他

周南-19 周南市 水産庁
大津島漁港
本浦地区

周南市の一部 住宅地、農地、その他

周南-20 周南市 水産庁

周南-11

周南-12

周南-14

周南-15

周南-17

周南-13

住宅地、その他

住宅地、農地、その他

周南市の一部

周南市の一部

周南市の一部

周南市の一部

周南市の一部
徳山下松港

大津島馬島地区

大津島漁港
近江地区

周南市の一部 住宅地、農地、その他

徳山下松港
大津島三ツ石地区

周南市 水産庁

山口県 港湾局

山口県 港湾局
徳山下松港
大津島地区

住宅地、森林地、その
他

住宅地、森林地、その
他

山口県

山口県 港湾局
徳山下松港

大津島大泊地区

住宅地、森林地、その
他

港湾局

大津島漁港
天ヶ浦地区

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 302 m 4.4 m 302 m 4.4 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 410 m 5.0～5.4 m 410 m 5.0～6.0 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 9,553 m 3.9～5.2 m 9,553 m 3.9～5.8 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 2,407 m 4.3～4.6 m 2,407 m 4.3～5.2 m 予防保全型維持管理

水門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 75 基 - m 75 基 - m 状態監視型維持管理

排水機場 ― 3 箇所 - m 3 箇所 - m 時間管理型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 2,424 m 4.4 m 2,424 m 4.4～5.0 m 予防保全型維持管理

水門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 7 基 - m 7 基 - m 状態監視型維持管理

排水機場 ― 1 箇所 - m 1 箇所 - m 時間管理型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,186 m 4.4 m 1,186 m 4.4～5.0 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,883 m 4.2～5.5 m 1,883 m 4.2～6.1 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 11 基 - m 11 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,319 m 3.9～6.7 m 1,319 m 3.9～7.3 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 25 m - m 25 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 841 m - m 841 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 11 基 - m 11 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 2,263 m 4.4～4.9 m 2,263 m 4.4～5.5 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 39 基 - m 39 基 - m 状態監視型維持管理

周南-21

周南-22

周南-23

周南-24

周南-25

周南-26

周南-27

周南-28

徳山下松港
櫛ヶ浜地区

徳山下松港
竹島地区

粭大島漁港
大島地区

周南市 水産庁

山口県 港湾局

徳山下松港
野村開作地区

住宅地、その他

住宅地、農地、その他

周南市の一部

周南市の一部

周南市の一部

周南市の一部

周南市の一部

農村振興局山口県

山口県 港湾局
徳山下松港
徳山地区

港湾局

山口県
徳山下松港
粭島地区

港湾局

山口県 港湾局
徳山下松港
栗屋地区

山口県

山口県

周南市の一部

周南市の一部

住宅地、工業
用地、その他

周南市の一部

港湾局
徳山下松港
大島地区

その他

住宅地、商業
用地、工業

用地、農地、その他

住宅地、商業
用地、工業

用地、その他

住宅地、商業
用地、工業

用地、農地、その他

住宅地、工業
用地、農地、その他

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 3,500 m 4.6 m 3,500 m 4.6～5.2 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 25 基 - m 25 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 432 m 3.0～4.1 m 432 m 3.0～4.7 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 314 m 4.1 m 314 m 4.1～4.7 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

水門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 8,719 m 4.4～6.6 m 8,719 m 4.4～7.2 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 2,342 m 3.9 m 2,342 m 3.9～4.5 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 419 m - m 419 m - m 予防保全型維持管理

水門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 46 基 - m 46 基 - m 状態監視型維持管理

排水機場 ― 2 箇所 - m 2 箇所 - m 時間管理型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 377 m 3.9 m 377 m 3.9 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 183 m - m 183 m - m 予防保全型維持管理

潜堤・人工リーフ ― 150 m - m 150 m - m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 242 m 3.7 m 242 m 3.7～4.3 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 93 m 3.7 m 93 m 3.7～4.3 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 9 基 - m 9 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 100 m 4.2 m 100 m 4.2～4.8 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 304 m 4.1 m 304 m 4.1～4.7 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 400 m 3.8 m 400 m 3.8～4.4 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 7 基 - m 7 基 - m 状態監視型維持管理

周南-29

周南-30

周南-31

周南-32

周南-33

周南-34

周南-35

周南-36

徳山漁港
居守地区

山口県 水産庁

港湾局
徳山下松港

笠戸島はなぐり地区

山口県 港湾局
徳山下松港

笠戸島落地区

山口県 港湾局
徳山下松港
下松地区

住宅地、農地、その他

山口県

山口県 水管理・国土保全局
本浦海岸
本浦地区

周南市の一部 住宅地、農地、その他

住宅地

その他

住宅地、その他

その他
徳山下松港

笠戸島落ヶ浦地区

住宅地、農地

徳山下松港
笠戸島尾郷地区

山口県

周南市の一部

住宅地、商業
用地、工業

用地、農地、その他

山口県 港湾局
徳山下松港

笠戸島北網代地区

下松市の一部

下松市の一部

下松市の一部

下松市の一部

下松市の一部

下松市の一部港湾局

山口県 港湾局

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 425 m 3.2 m 425 m 3.2～3.8 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 274 m 4.4～4.8 m 274 m 4.4～5.4 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 450 m 3.8 m 450 m 3.8～4.4 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,624 m 4.4 m 1,624 m 4.4～5.0 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 19 基 - m 19 基 - m 状態監視型維持管理

周南-41 山口県 港湾局
徳山下松港

笠戸島白浜地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 220 m 4.4 m 220 m 4.4～5.0 m 下松市の一部 住宅地、その他 予防保全型維持管理

周南-42 山口県 港湾局
徳山下松港

笠戸島東風浦地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,548 m 5.4 m 1,548 m 5.4～6.0 m 下松市の一部 住宅地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 2,351 m 4.4～6.5 m 2,351 m 4.4～7.1 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 104 m - m 104 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 20 基 - m 20 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 855 m 5.4 m 855 m 5.4～6.0 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 1,472 m 5.2 m 1,472 m 5.2～5.7 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 28 基 - m 28 基 - m 状態監視型維持管理

排水機場 ― 2 箇所 - m 2 箇所 - m 時間管理型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 3,315 m 3.6～6.1 m 3,315 m 3.6～6.7 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 958 m 4.4～5.1 m 958 m 4.4～5.7 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 14 基 - m 14 基 - m 状態監視型維持管理

周南-39

周南-37

周南-38

周南-40

周南-43

周南-44

周南-45

住宅地、農地、その他

住宅地、商業
用地、工業

用地、森林地、その他

下松市の一部

下松市の一部

徳山下松港
笠戸島江の浦地区

徳山下松港
光井地区

山口県 港湾局
徳山下松港
浅江地区

山口県 港湾局

山口県

山口県
徳山下松港

笠戸島小深浦地区

住宅地、その他

住宅地、農地

住宅地、農地

住宅地、農地、その他

下松市の一部

山口県
徳山下松港

笠戸島深渕地区

港湾局

港湾局

下松市の一部

光市の一部

徳山下松港
笠戸島本浦地区

港湾局

光市の一部

住宅地、商業
用地、工業

用地、森林地、その他

港湾局山口県

徳山下松港
笠戸島深浦地区

港湾局 下松市の一部

山口県

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,725 m 3.3～7.9 m 1,725 m 3.3～8.5 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 565 m 3.7～6.1 m 565 m 3.7～6.6 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 197 m - m 197 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 210 m - m 210 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 14 基 - m 14 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 870 m 4.4 m 870 m 4.4～5.0 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 6 基 - m 6 基 - m 状態監視型維持管理

周南-48 光市 水産庁
光漁港

象鼻ヶ岬地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 975 m 2.7～3.8 m 975 m 2.7～4.3 m 光市の一部 森林地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 750 m 4.4～5.6 m 750 m 4.4～7.6 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 424 m 2.3～4.7 m 424 m 2.3～5.2 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

周南-51 光市 水産庁
牛島漁港

牛島東地区
海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 光市の一部 その他 -

周南-46

周南-47

周南-50

周南-49

住宅地、商業
用地、農地、その他

光漁港
松原地区

住宅地、商業
用地、森林地、その他

光市の一部

水産庁

光漁港
室積地区

光市 水産庁

牛島漁港
牛島西地区

光市 水産庁

光市

光市の一部

住宅地、その他光市の一部

山口県 水管理・国土保全局
五軒屋海岸
五軒屋地区

光市の一部 住宅地、農地、その他

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,207 m 2.8～4.5 m 1,207 m 2.8～5.4 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 419 m 3.8 m 419 m 3.8～4.4 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 19 基 - m 19 基 - m 状態監視型維持管理

水門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 4,222 m 2.8～4.9 m 4,222 m 2.8～5.5 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 347 m 3.3～3.9 m 347 m 3.3～4.5 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 41 基 - m 41 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,698 m 3.7～4.3 m 1,698 m 3.7～4.9 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 15 基 - m 15 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 845 m 2.9～3.7 m 845 m 2.9～4.3 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

排水機場 ― 1 箇所 - m 1 箇所 - m 時間管理型維持管理

柳井-5 山口県 水管理・国土保全局
平生海岸
平生地区

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 120 m 3.0 m 120 m 3.0～3.6 m 平生町の一部 住宅地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 968 m 2.9～3.0 m 968 m 2.9～3.6 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

水門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

排水機場 ― 1 箇所 - m 1 箇所 - m 時間管理型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 3,106 m 2.1～3.9 m 3,106 m 2.1～4.5 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 238 m 3.9 m 238 m 3.9～4.5 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 30 m - m 30 m - m 予防保全型維持管理

水門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 29 基 - m 29 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-1

柳井-2

柳井-3

柳井-6

柳井-7

柳井-4

山口県 水管理・国土保全局

水管理・国土保全局

住宅地、農地

住宅地、工業
用地、農地、その他

住宅地、工業
用地、農地、その他

住宅地、工業
用地、農地

住宅地、工業
用地、農地、その他

住宅地、工業
用地

平生港
田布施地区

平生海岸
曽根地区

尾津漁港
別府地区

田布施町 水産庁 田布施町の一部

田布施海岸
麻郷地区

田布施町の一部

田布施町の一部

平生町の一部

平生町の一部山口県 港湾局

山口県 水管理・国土保全局
平生海岸

平生町地区
平生町の一部

山口県 港湾局

山口県

平生港
曽根地区

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,476 m 2.3～4.2 m 1,476 m 2.3～4.9 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 200 m - m 200 m - m 予防保全型維持管理

水門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 2,615 m 3.1～5.7 m 2,615 m 3.1～6.2 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 136 m 3.6 m 136 m 3.6～4.1 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 349 m - m 349 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 535 m - m 535 m - m 予防保全型維持管理

水門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 23 基 - m 23 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 489 m 4.2 m 489 m 4.2～4.8 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 39 m - m 39 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 404 m 2.8～4.2 m 404 m 2.8～4.8 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 14 m - m 14 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 243 m 4.2 m 243 m 4.2～4.8 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 20 m - m 20 m - m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,140 m 3.8～4.2 m 1,140 m 3.8～4.8 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 100 m - m 100 m - m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 10 m - m 10 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 8 基 - m 8 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-14 平生町 農村振興局
佐賀海岸
唐釜地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 175 m 3.6 m 175 m 3.6～4.2 m 平生町の一部 その他 予防保全型維持管理

柳井-15 上関町 水産庁
上関漁港
志田地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 379 m 2.9～7.3 m 379 m 2.9～7.9 m 上関町の一部 住宅地、農地 予防保全型維持管理

柳井-16 上関町 水産庁
上関漁港

尾熊毛地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 280 m 2.3～3.2 m 280 m 2.3～3.8 m 上関町の一部 住宅地 予防保全型維持管理

柳井-17 上関町 水産庁
上関漁港
大川地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 296 m 4.0 m 296 m 4.0～4.6 m 上関町の一部 住宅地、その他 予防保全型維持管理

柳井-11 平生町 水産庁
佐賀漁港
秋森地区

平生町の一部 住宅地、農地、その他

柳井-9 平生町 水産庁
佐賀漁港
浜田地区

平生町の一部 住宅地、農地、その他

柳井-10 平生町 水産庁
佐賀漁港

黒羽根地区
平生町の一部 住宅地、農地、その他

柳井-13 平生町 水産庁
佐賀漁港
尾国地区

平生町の一部 住宅地、農地、その他

柳井-8

柳井-12 平生町の一部

住宅地、工業
用地、農地、森林地、

その他

住宅地、農地、その他

平生港
佐賀地区

平生町の一部

佐賀漁港
小郡地区

平生町 水産庁

山口県 港湾局

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 813 m 2.8～5.2 m 813 m 2.8～5.7 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 574 m 2.8～3.8 m 574 m 2.8～4.3 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 23 基 - m 23 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,777 m 2.2～4.2 m 1,777 m 2.2～4.8 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 120 m 3.4 m 120 m 3.4～4.0 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 27 m - m 27 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 17 基 - m 17 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 578 m 3.2～3.8 m 578 m 3.2～4.4 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 9 基 - m 9 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,206 m 3.9 m 1,206 m 3.9～4.5 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 11 基 - m 11 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-22 上関町 農村振興局
上関海岸
小浦地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 200 m 2.9 m 200 m 2.9～3.5 m 上関町の一部 農地 予防保全型維持管理

柳井-23 上関町 農村振興局
上関海岸
大浦地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 194 m 5.6 m 194 m 5.6～6.2 m 上関町の一部 農地 予防保全型維持管理

柳井-24 上関町 農村振興局
上関海岸

立輪柏戸地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 388 m 3.0 m 388 m 3.0～3.5 m 上関町の一部 その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 194 m 2.8～4.1 m 194 m 2.8～4.7 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 99 m 8.0 m 99 m 8.0 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ― 50 m 8.3 m 50 m 8.3 m 予防保全型維持管理

柳井-27 上関町 農村振興局
上関海岸
吉浦地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 130 m 3.2 m 130 m 3.2～3.8 m 上関町の一部 その他 予防保全型維持管理

柳井-28 上関町 農村振興局
上関海岸

田の浦地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 188 m 6.3 m 188 m 6.3～6.9 m 上関町の一部 その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 137 m 3.1～4.3 m 137 m 3.1～4.9 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-30 上関町 農村振興局
上関海岸

長ノ木地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 295 m 7.1 m 295 m 7.1～7.7 m 上関町の一部 その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 733 m 2.8～5.3 m 733 m 2.8～5.9 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 8 基 - m 8 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-32 上関町 農村振興局
上関海岸
三地地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 460 m 6.4 m 460 m 6.4～7.0 m 上関町の一部 農地、その他 予防保全型維持管理

柳井-19

柳井-20

柳井-21

柳井-25

柳井-26

柳井-29

柳井-31

柳井-18

上関町の一部

上関町の一部 住宅地

住宅地、その他

室津港
室津地区

港湾局

上関漁港
四代地区

上関町 水産庁

上関漁港
蒲井地区

住宅地、農地

住宅地

住宅地、農地、その他

上関町の一部

住宅地、その他

水産庁上関町

住宅地、その他

上関町の一部

上関町 水産庁
上関漁港

本港・福浦地区

上関町の一部

上関町の一部

住宅地、その他

上関町の一部

上関漁港
白井田地区

上関町 水産庁

山口県

上関漁港
戸津地区

上関漁港
中ノ浦地区

上関町 水産庁

上関町 水産庁

上関海岸
白井田地区

山口県 水管理・国土保全局 上関町の一部

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

柳井-33 上関町 農村振興局
上関海岸
鹿尾地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 550 m 5.8～7.5 m 550 m 5.8～8.1 m 上関町の一部 農地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む）
◯

369 m 4.8 m 369 m 4.8～5.4 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 201 m - m 201 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 8 基 - m 8 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-35 上関町 水産庁
上関漁港

西大津地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 235 m 2.4～5.5 m 235 m 2.4～6.1 m 上関町の一部 住宅地、農地、その他 予防保全型維持管理

柳井-36 上関町 水産庁
上関漁港

東大津地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 200 m 5.3 m 200 m 5.3～5.9 m 上関町の一部 住宅地、農地、その他 予防保全型維持管理

柳井-37 柳井市 水産庁
阿月漁港

池の浦地区
海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 柳井市の一部 住宅地、農地、その他 -

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,024 m 2.9～3.8 m 1,024 m 2.9～4.6 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 75 m 3.2～3.7 m 75 m 3.2～4.3 m 予防保全型維持管理

柳井-39 柳井市 水産庁
阿月漁港

平の沖地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 1,009 m 2.5 m 1,009 m 2.5 m 柳井市の一部 農地、その他 予防保全型維持管理

柳井-40 柳井市 水産庁
阿月漁港
深田地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 161 m 4.6～4.8 m 161 m 4.6～5.4 m 柳井市の一部 農地、その他 予防保全型維持管理

柳井-41 柳井市 水産庁
阿月漁港

与の浦地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 427 m 3.6～5.1 m 427 m 3.6～5.7 m 柳井市の一部 住宅地、農地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 580 m 1.4～6.2 m 580 m 1.4～6.8 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 603 m 2.4～4.1 m 603 m 2.4～4.7 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 104 m - m 104 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,343 m 2.3～5.1 m 1,343 m 2.3～5.7 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 208 m - m 208 m - m 予防保全型維持管理

潜堤・人工リーフ ― 250 m - m 250 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-43 柳井市 水産庁
阿月漁港
阿月地区

柳井市の一部 住宅地、農地、その他

柳井-42

柳井-34

柳井-38

住宅地

住宅地、農地、その他

住宅地、工業
用地、農地、その他

柳井市の一部

柳井市の一部

上関町の一部
上関漁港
白浜地区

上関町

柳井市
阿月漁港
宇積地区

水産庁

阿月漁港
相の浦地区

水産庁

柳井市 水産庁

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,803 m 2.4～4.0 m 1,803 m 2.4～4.6 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 1,010 m 3.4～4.8 m 1,010 m 3.4～5.6 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 195 m 3.5～4.8 m 195 m 3.5～5.4 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 384 m - m 384 m - m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 621 m 2.8～4.9 m 621 m 2.8～5.5 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 119 m 4.9 m 119 m 4.9～5.5 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 216 m - m 216 m - m 予防保全型維持管理

潜堤・人工リーフ ― 57 m - m 57 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 3,261 m 3.6～5.2 m 3,261 m 3.6～5.8 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 143 m 4.8 m 143 m 4.8～5.4 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 198 m - m 198 m - m 予防保全型維持管理

砂浜 ― 12,300 m2 - m 12,300 m2 - m 予防保全型維持管理

潜堤・人工リーフ ― 345 m - m 345 m - m 予防保全型維持管理

水門 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 12 基 - m 12 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 4,465 m 3.2～4.9 m 4,465 m 3.2～5.5 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 16 基 - m 16 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 330 m 3.7 m 330 m 3.7～4.3 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 341 m 3.2 m 341 m 3.2～3.8 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 13 m 4.1 m 13 m 4.1～4.7 m 予防保全型維持管理

柳井-45

柳井-44

柳井-47

柳井-48

柳井-46

住宅地、農地、その他

住宅地、農地、その他

住宅地、農地、その他

住宅地、商業
用地、工業

用地、その他

柳井市の一部

柳井市の一部

柳井港
伊保庄地区

山口県 港湾局

柳井港
宮本地区

山口県 港湾局

柳井漁港
柳井地区

柳井市 水産庁 柳井市の一部
住宅地、商業

用地、農地、その他

柳井市の一部

伊保庄漁港
上八地区

柳井市

柳井市

水産庁

伊保庄漁港
小野近長地区

水産庁

柳井市の一部

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 377 m 3.4～4.4 m 377 m 3.4～5.0 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 756 m 4.1～4.7 m 756 m 4.1～5.3 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 20 m - m 20 m - m 予防保全型維持管理

水門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 15 基 - m 15 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 807 m 2.9～5.2 m 807 m 2.9～5.8 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 188 m 4.2 m 188 m 4.2～4.8 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 85 m - m 85 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,249 m 2.4～5.8 m 1,249 m 2.4～6.4 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 508 m 3.4～5.5 m 508 m 3.4～6.1 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 68 m - m 68 m - m 予防保全型維持管理

潜堤・人工リーフ ― 157 m - m 157 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-52 山口県 港湾局
大畠港

神代地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 97 m 4.7 m 97 m 4.7～5.3 m 柳井市の一部 住宅地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,413 m 2.3～4.5 m 1,413 m 2.3～5.1 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 23 m - m 23 m - m 予防保全型維持管理

柳井-50 柳井市 水産庁
鳴門漁港
遠崎地区

柳井市の一部 住宅地、農地、その他

柳井-49

柳井-53

柳井-51

住宅地、森林地

柳井市 水産庁
鳴門漁港
大畠地区

柳井市の一部
住宅地、商業

用地、農地、その他

山口県 水管理・国土保全局
屋代島海岸
瀬戸地区

周防大島町の一部

柳井港
柳井地区

山口県 港湾局 柳井市の一部
住宅地、商業
用地、工業

用地、その他

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 2,141 m 2.8～4.3 m 2,141 m 2.8～5.0 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 200 m - m 200 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 117 m - m 117 m - m 予防保全型維持管理

水門 ― 9 基 - m 9 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-55 周防大島町 農村振興局
大島海岸
平連地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 132 m 5.0 m 132 m 5.0～5.5 m 周防大島町の一部 その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 360 m 3.4～4.1 m 360 m 3.4～4.6 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 741 m 4.1～4.6 m 741 m 4.1～5.1 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 319 m 3.1～5.1 m 319 m 3.1～5.6 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 39 m - m 39 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 213 m - m 213 m - m 予防保全型維持管理

潜堤・人工リーフ ― 194 m - m 194 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 13 基 - m 13 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 2,625 m 3.7～4.2 m 2,625 m 3.7～4.8 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 294 m 3.1～3.9 m 294 m 3.1～4.5 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 874 m - m 874 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 1,311 m - m 1,311 m - m 予防保全型維持管理

砂浜 ― 18,000 m2 - m 18,000 m2 - m 予防保全型維持管理

潜堤・人工リーフ ― 44 m - m 44 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 8 基 - m 8 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 41 基 - m 41 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-54

柳井-56

柳井-57
住宅地、商業
用地、工業

用地、農地、その他

住宅地、農地、その他

住宅地、農地、その他

周防大島町の一部

周防大島町の一部

三蒲漁港
三蒲地区

椋野漁港
椋野地区

周防大島町 水産庁

久賀港
久賀地区

山口県 港湾局

周防大島町 水産庁 周防大島町の一部

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,650 m 4.5～7.5 m 1,650 m 4.5～8.0 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 136 m - m 136 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 80 m - m 80 m - m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 553 m 4.2～6.0 m 553 m 4.2～6.5 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 736 m 4.2～4.3 m 736 m 4.2～4.8 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 169 m - m 169 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 250 m - m 250 m - m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,237 m 2.3～4.3 m 1,237 m 2.3～4.8 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 261 m - m 261 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 7 基 - m 7 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,271 m 2.0～4.3 m 1,271 m 2.0～4.8 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 33 m 4.3 m 33 m 4.3～4.8 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 78 m 3.1 m 78 m 3.1～3.6 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 75 m - m 75 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 269 m - m 269 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 10 基 - m 10 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-62 周防大島町 農村振興局
油良海岸
網代地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 210 m 4.2 m 210 m 4.2～4.8 m 周防大島町の一部 農地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,520 m 3.7～4.2 m 1,520 m 3.7～4.8 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 20 基 - m 20 基 - m 状態監視型維持管理

港湾局
油良港

油良地区
突堤（ヘッドランドを含む） ― 334 m - m 334 m - m 予防保全型維持管理

柳井-58

柳井-59

柳井-60

柳井-61

柳井-63

住宅地、農地、その他

住宅地、農地、その他

住宅地、農地、その他

住宅地、農地、その他

日良居漁港
日前地区

日良居漁港
土居地区

周防大島町

山口県

水管理・国土保全局

港湾局

山口県

水管理・国土保全局
油良港海岸
油良地区

周防大島町の一部

水産庁

周防大島町の一部

周防大島町の一部

周防大島町の一部

周防大島町の一部

日良居港海岸
日良居地区

日良居港
日良居地区

屋代島海岸
大崎地区

山口県 水管理・国土保全局

周防大島町 水産庁

住宅地、農地、その他

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 2,390 m 2.7～4.2 m 2,390 m 2.7～4.8 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 133 m 4.2 m 133 m 4.2～4.8 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 770 m - m 770 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 689 m - m 689 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 18 基 - m 18 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,085 m 4.3 m 1,085 m 4.3～4.8 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 190 m - m 190 m - m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 205 m - m 205 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 7 基 - m 7 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 625 m 4.2 m 625 m 4.2～4.8 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 60 m - m 60 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-67 周防大島町 農村振興局
東和海岸

田の尻地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 332 m 3.3 m 332 m 3.3～3.8 m 周防大島町の一部 住宅地、農地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 45 m 4.2 m 45 m 4.2～4.8 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 699 m 4.9 m 699 m 4.9～5.4 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 35 m - m 35 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 450 m - m 450 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 7 基 - m 7 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-64

柳井-66

柳井-68

柳井-65

住宅地、農地、その他周防大島町の一部

周防大島町の一部

水産庁

森野漁港
神浦地区

周防大島町

住宅地、商業
用地、農地、その他

山口県 水管理・国土保全局
東和海岸
森野地区

周防大島町の一部 住宅地、農地、その他

周防大島町の一部

住宅地、農地、その他水産庁

白木港
白木地区

山口県 港湾局

森野漁港
森地区

周防大島町

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,480 m 4.1 m 1,480 m 4.1～4.6 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 940 m 2.1～4.1 m 940 m 2.1～4.6 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 176 m - m 176 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 910 m - m 910 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 9 基 - m 9 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 350 m 3.6 m 350 m 3.6～4.1 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 725 m 4.5 m 725 m 4.5～5.0 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 480 m - m 480 m - m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 245 m - m 245 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 6 基 - m 6 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,291 m 3.2～4.6 m 1,291 m 3.2～5.2 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 430 m 4.1～4.2 m 430 m 4.1～4.8 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 156 m - m 156 m - m 予防保全型維持管理

砂浜 ― 7,500 m2 - m 7,500 m2 - m 予防保全型維持管理

潜堤・人工リーフ ― 93 m - m 93 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 7 基 - m 7 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 30 基 - m 30 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-69

柳井-72

柳井-71

柳井-70

伊保田港
伊保田地区

山口県 港湾局

周防大島町の一部

周防大島町の一部

住宅地、農地、その他

住宅地、農地、その他

山口県 水管理・国土保全局

周防大島町 水産庁
和田漁港
逗子地区

和田漁港
内入地区

周防大島町の一部
住宅地、商業

用地、農地、その他
周防大島町 水産庁

屋代島海岸
小伊保田地区

周防大島町の一部 住宅地、農地

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 2,416 m 3.7～4.4 m 2,416 m 3.7～5.0 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 150 m 3.7 m 150 m 3.7～4.3 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 23 m - m 23 m - m 予防保全型維持管理

水門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 12 基 - m 12 基 - m 状態監視型維持管理

排水機場 ― 1 箇所 - m 1 箇所 - m 時間管理型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 3,680 m 3.2～4.8 m 3,680 m 3.2～5.4 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 189 m 3.7～4.4 m 189 m 3.7～5.0 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 35 m - m 35 m - m 予防保全型維持管理

水門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

排水機場 ― 1 箇所 - m 1 箇所 - m 時間管理型維持管理

陸閘 ― 20 基 - m 20 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 152 m 3.8 m 152 m 3.8～4.6 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 140 m - m 140 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 143 m - m 143 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 9 基 - m 9 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 750 m 3.7 m 750 m 3.7～4.3 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 289 m - m 289 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-77 周防大島町 農村振興局
大島海岸
雨田地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 91 m 4.6 m 91 m 4.6～5.2 m 周防大島町の一部 その他 予防保全型維持管理

柳井-75

柳井-74

柳井-76

柳井-73

住宅地、農地周防大島町の一部

小松港
小松地区

小松港
小松開作地区

港湾局山口県

山口県 港湾局

周防大島町の一部

周防大島町の一部
住宅地、商業

用地、農地、その他

住宅地、農地、その他

住宅地、農地、その他

屋代島海岸
志佐地区

山口県 水管理・国土保全局

周防大島町の一部周防大島町 水産庁
志佐漁港
志佐地区

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 235 m 3.6 m 235 m 3.6～4.1 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 380 m 3.6 m 380 m 3.6～4.2 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 215 m - m 215 m - m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 260 m - m 260 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 6 基 - m 6 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 1,100 m 3.8～4.7 m 1,100 m 3.8～5.8 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 515 m - m 515 m - m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 436 m - m 436 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

水管理・国土保全局
沖浦西港海岸

戸田地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 860 m 4.4～4.8 m 860 m 4.4～5.4 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 336 m - m 336 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 645 m - m 645 m - m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,050 m 2.1～3.3 m 1,050 m 2.1～5.0 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 308 m - m 308 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 10 基 - m 10 基 - m 状態監視型維持管理

水門 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-82 周防大島町 農村振興局
大島海岸
丸田地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 周防大島町の一部 住宅地、農地、森林地 -

柳井-83 周防大島町 農村振興局
大島海岸
小浜地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 周防大島町の一部 農地、森林地 -

柳井-84 周防大島町 農村振興局
大島海岸

先丸田地区
海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 周防大島町の一部 農地、森林地 -

柳井-85 周防大島町 農村振興局
大島海岸
金崎地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 周防大島町の一部 農地、森林地 -

柳井-86 周防大島町 農村振興局
大島海岸
しんき地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 周防大島町の一部 農地、森林地 -

柳井-81

柳井-80
沖浦西港
戸田地区

港湾局

山口県 水管理・国土保全局
沖浦港海岸
津海木地区

周防大島町の一部 住宅地、農地

山口県 水管理・国土保全局
屋代島海岸
横見地区

周防大島町の一部 住宅地、農地

山口県 周防大島町の一部 住宅地、農地

柳井-78 山口県 水管理・国土保全局
屋代島海岸
日見地区

周防大島町の一部 住宅地、農地

柳井-79

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

柳井-87 周防大島町 農村振興局
大島海岸
大波地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 周防大島町の一部 農地、森林地 -

柳井-88 周防大島町 農村振興局
大島海岸

雨ヶ浦地区
海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 周防大島町の一部 農地、森林地、その他 -

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 272 m 5.1 m 272 m 5.1～7.0 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 55 m - m 55 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 94 m - m 94 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 730 m 4.0 m 730 m 4.0～4.6 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 822 m 5.2 m 822 m 5.2～5.8 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 500 m - m 500 m - m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 150 m - m 150 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 2,324 m 3.2～5.4 m 2,324 m 3.2～6.0 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 532 m - m 532 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 826 m - m 826 m - m 予防保全型維持管理

砂浜 ― 40,000 m2 - m 40,000 m2 - m 予防保全型維持管理

潜堤・人工リーフ ― 75 m - m 75 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 16 基 - m 16 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,380 m 2.5～5.6 m 1,380 m 2.5～6.3 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 56 m 4.0 m 56 m 4.0～4.5 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 529 m - m 529 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 350 m - m 350 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 100 m 3.2 m 100 m 3.2～3.8 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 8 m - m 8 m - m 予防保全型維持管理

柳井-94 山口県 港湾局
安下庄港
黒磯地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 488 m 3.7 m 488 m 3.7～4.3 m 周防大島町の一部 住宅地、その他 予防保全型維持管理

柳井-90

柳井-91

柳井-93

柳井-89

柳井-92 住宅地、農地、その他

住宅地周防大島町の一部

山口県 水管理・国土保全局

沖浦港
家房地区

沖浦港
秋地区

山口県

山口県 港湾局

港湾局

周防大島町の一部

周防大島町の一部

周防大島町の一部

住宅地、農地

住宅地、農地、その他

屋代島海岸
出井地区

安下庄港
小池地区

山口県 港湾局

周防大島町 水産庁
出井漁港
出井地区

住宅地、農地周防大島町の一部

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 2,323 m 2.4～5.7 m 2,323 m 2.4～6.9 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 228 m 2.8～3.8 m 228 m 2.8～4.4 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 306 m - m 306 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 136 m - m 136 m - m 予防保全型維持管理

砂浜 ― 17,500 m2 - m 17,500 m2 - m 予防保全型維持管理

潜堤・人工リーフ ― 103 m - m 103 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 40 基 - m 40 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,046 m 3.2～7.0 m 1,046 m 3.2～7.6 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 343 m 3.2～4.7 m 343 m 3.2～5.3 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 16 基 - m 16 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,308 m 2.7～4.7 m 1,308 m 2.7～5.3 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 69 m - m 69 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 80 m - m 80 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-98 周防大島町 水産庁
安下庄漁港
岩浜地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 562 m 3.2～4.7 m 562 m 3.2～5.3 m 周防大島町の一部 住宅地、農地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 350 m 2.2～4.7 m 350 m 2.2～5.3 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 77 m - m 77 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 140 m - m 140 m - m 予防保全型維持管理

潜堤・人工リーフ ― 20 m - m 20 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-95

柳井-96

柳井-97

柳井-99

住宅地、農地、その他

住宅地、農地、その他

住宅地、農地、その他

住宅地、農地、その他

安下庄漁港
鹿家地区

周防大島町 水産庁 周防大島町の一部

周防大島町 水産庁

周防大島町の一部

周防大島町の一部

周防大島町の一部

山口県 港湾局
安下庄港

西安下庄地区

安下庄港
東安下庄地区

港湾局山口県

安下庄漁港
安高地区

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 768 m 4.4～4.9 m 768 m 4.4～5.5 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 38 m - m 38 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 561 m - m 561 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 10 基 - m 10 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-101 周防大島町 水産庁
白木漁港
小池地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 94 m 2.4 m 94 m 2.4～2.9 m 周防大島町の一部 その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 901 m 4.1～4.9 m 901 m 4.1～5.4 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 154 m - m 154 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 297 m - m 297 m - m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 271 m 4.4 m 271 m 4.4～4.9 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 58 m - m 58 m - m 予防保全型維持管理

柳井-104 周防大島町 農村振興局
東和海岸

大地浦地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 448 m 3.4 m 448 m 3.4～3.9 m 周防大島町の一部 農地 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 67 m - m 67 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 237 m - m 237 m - m 予防保全型維持管理

柳井-106 周防大島町 水産庁
白木漁港
地蔵地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 周防大島町の一部 住宅地、農地 -

柳井-107 周防大島町 水産庁
白木漁港
佐連地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 460 m 5.2 m 460 m 5.2～5.7 m 周防大島町の一部 住宅地、農地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 903 m 3.2～4.4 m 903 m 3.2～4.9 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 13 m - m 13 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 100 m - m 100 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-109 周防大島町 農村振興局
東和海岸

戸の浦地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 230 m 4.2 m 230 m 4.2～4.8 m 周防大島町の一部 農地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 897 m 3.6～4.1 m 897 m 3.6～4.7 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 46 m - m 46 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 70 m - m 70 m - m 予防保全型維持管理

柳井-105

柳井-103

柳井-108

柳井-110

柳井-100

柳井-102

住宅地、その他

住宅地、農地、その他
白木漁港

大積・小積地区
周防大島町

住宅地、農地、その他

白木漁港
船越地区

白木漁港
外入地区

周防大島町 水産庁

周防大島町 水産庁 住宅地、農地、その他

住宅地、商業
用地、農地、その他

住宅地、農地、その他

周防大島町の一部水産庁

白木漁港
伊崎地区

周防大島町 水産庁

白木漁港
沖家室地区

周防大島町 水産庁 周防大島町の一部

周防大島町の一部

周防大島町の一部

周防大島町の一部

周防大島町 水産庁
白木漁港

地家室地区
周防大島町の一部

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 155 m 3.9 m 155 m 3.9～4.4 m 予防保全型維持管理

潜堤・人工リーフ ― 120 m - m 120 m - m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 706 m 4.0 m 706 m 4.0～7.1 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 256 m - m 256 m - m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,267 m 4.6 m 1,267 m 4.6～5.1 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 127 m - m 127 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 424 m - m 424 m - m 予防保全型維持管理

潜堤・人工リーフ ― 170 m - m 170 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 735 m 3.7～5.8 m 735 m 3.7～6.3 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 21 m - m 21 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 297 m - m 297 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-115 周防大島町 水産庁
和田漁港
帯子地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 周防大島町の一部 農地、その他 -

柳井-116 周防大島町 農村振興局
東和海岸
黒谷地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 238 m 3.4 m 238 m 3.4～3.9 m 周防大島町の一部 農地 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 403 m 4.5 m 403 m 4.5～5.1 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 264 m - m 264 m - m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 132 m - m 132 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 438 m 4.4～5.3 m 438 m 4.4～5.8 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 40 m - m 40 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 120 m - m 120 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-119 周防大島町 農村振興局
東和海岸
萬地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 140 m 4.2 m 140 m 4.2～4.8 m 周防大島町の一部 農地 予防保全型維持管理

柳井-117

柳井-111

柳井-113

柳井-114

柳井-118

柳井-112

住宅地、商業
用地、その他

住宅地、商業
用地、その他

住宅地、農地、その他
油田漁港
油宇地区

水産庁周防大島町

山口県 水管理・国土保全局
東和海岸

馬ヶ原地区
周防大島町の一部 住宅地、農地、その他

山口県 水管理・国土保全局

住宅地、農地、その他

住宅地、農地、その他

周防大島町の一部

森野漁港
和佐地区

周防大島町 水産庁

和田漁港
小泊地区

周防大島町 水産庁

周防大島町の一部

周防大島町の一部

周防大島町の一部

周防大島町の一部

森野漁港
片添地区

周防大島町 水産庁

東和海岸
片添ヶ浜地区

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 186 m 2.7 m 186 m 2.7～3.2 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 100 m - m 100 m - m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 394 m 2.7～4.5 m 394 m 2.7～5.0 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 275 m 5.0 m 275 m 5.0～5.5 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 11 m - m 11 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 275 m - m 275 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-123 周防大島町 水産庁
油田漁港

伊の浦地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 170 m 4.4 m 170 m 4.4～5.0 m 周防大島町の一部 住宅地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 125 m 4.4 m 125 m 4.4～5.0 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 24 m - m 24 m - m 予防保全型維持管理

柳井-125 周防大島町 水産庁
油田漁港
本浦地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 81 m 4.4 m 81 m 4.4～7.0 m 周防大島町の一部 住宅地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 85 m 3.8 m 85 m 3.8～4.4 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,048 m 2.6～4.1 m 1,048 m 2.6～4.6 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 555 m 3.9 m 555 m 3.9～4.5 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 3 基 - m 3 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-128 田布施町 農村振興局
田布施海岸
馬島地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 田布施町の一部 その他 -

柳井-129 平生町 農村振興局
佐賀海岸
大浦地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 平生町の一部 農地 -

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,355 m 2.1～3.9 m 1,355 m 2.1～4.5 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 66 m - m 66 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 11 基 - m 11 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-131 上関町 農村振興局
上関海岸
三浦地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,915 m 6.4 m 1,915 m 6.4～7.0 m 上関町の一部 農地 予防保全型維持管理

柳井-132 上関町 農村振興局
上関海岸
長磯地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,612 m 5.6 m 1,612 m 5.6～6.2 m 上関町の一部 農地 予防保全型維持管理

住宅地、農地、その他

柳井-120

柳井-121

柳井-122

柳井-124

柳井-126

柳井-127

柳井-130

周防大島町

水産庁

水産庁 周防大島町の一部

周防大島町の一部

水産庁

住宅地、その他

住宅地、その他

尾津漁港
馬島地区

田布施町 水産庁

周防大島町の一部

住宅地、農地、その他

田布施町の一部

平生町 水産庁
佐賀漁港

佐合島地区
平生町の一部

油田漁港
仏の浦地区

周防大島町 水産庁

水産庁周防大島町

油田漁港
日向泊地区

周防大島町の一部

住宅地、その他

その他

住宅地、農地、その他

油田漁港
両源田地区

油田漁港
雨振地区

周防大島町

周防大島町

周防大島町の一部
油田漁港
大畑地区

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 629 m 1.9～5.5 m 629 m 1.9～6.1 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 83 m - m 83 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 6 基 - m 6 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 251 m 3.4～3.6 m 251 m 3.4～4.5 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 65 m 3.4 m 65 m 3.4～4.0 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 10 基 - m 10 基 - m 状態監視型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 100 m - m 100 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 100 m - m 100 m - m 予防保全型維持管理

柳井-135 周防大島町 農村振興局
大島海岸
暮隠地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 周防大島町の一部 農地、森林地 -

柳井-136 周防大島町 農村振興局
大島海岸

須ノ浦地区
海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 周防大島町の一部 農地、森林地 -

柳井-137 周防大島町 農村振興局
大島海岸
青木地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 周防大島町の一部 農地、森林地 -

柳井-138 周防大島町 農村振興局
大島海岸
大迫地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 周防大島町の一部 農地、森林地 -

柳井-139 周防大島町 農村振興局
大島海岸

新兵衛地区
海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 周防大島町の一部 農地、森林地 -

柳井-140 周防大島町 農村振興局
大島海岸

石ノ本地区
海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 周防大島町の一部 その他 -

柳井-141 周防大島町 農村振興局
大島海岸
宮崎地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 周防大島町の一部 農地、森林地 -

柳井-142 周防大島町 農村振興局
大島海岸
大浦地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 周防大島町の一部 農地、森林地 -

柳井-143 周防大島町 農村振興局
大島海岸

市ノ坪地区
海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 周防大島町の一部 農地、森林地 -

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 326 m 2.7～3.3 m 326 m 2.7～3.8 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 51 m - m 51 m - m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 55 m 3.6 m 55 m 3.6～4.1 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 91 m 3.5～3.6 m 91 m 3.5～4.1 m 予防保全型維持管理

柳井-146 周防大島町 水産庁
浮島漁港

楽ノ江地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 186 m 2.4～4.4 m 186 m 2.4～5.0 m 周防大島町の一部 住宅地、農地、その他 予防保全型維持管理

柳井-147 周防大島町 水産庁
浮島漁港
黒岩地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 375 m 4.1 m 375 m 4.1～4.7 m 周防大島町の一部 住宅地、農地、その他 予防保全型維持管理

水管理・国土保全局

港湾局

笠佐港海岸
笠佐地区

笠佐港海岸
笠佐地区

柳井-134

柳井-144

柳井-145

住宅地、農地、その他

住宅地、その他

住宅地、その他

山口県

前島漁港
前島地区

水産庁周防大島町

周防大島町の一部

周防大島町の一部

浮島漁港
樽見西地区

周防大島町 水産庁 周防大島町の一部

柳井-133 上関町 水産庁
上関漁港
祝島地区

上関町の一部 住宅地、農地、その他

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 523 m 1.9～4.0 m 523 m 1.9～4.5 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 78 m - m 78 m - m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 261 m 4.3～4.4 m 261 m 4.3～4.9 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 35 m - m 35 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 150 m - m 150 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-150 柳井市 農村振興局
平郡北面海岸

盛鼻地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 260 m 3.3 m 260 m 3.3～3.9 m 柳井市の一部 農地、森林地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 502 m 2.3～4.2 m 502 m 2.3～4.7 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 300 m 4.2 m 300 m 4.2～4.7 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 29 m - m 29 m - m 予防保全型維持管理

柳井-152 柳井市 農村振興局
平郡北面海岸

相津地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 300 m 3.7 m 300 m 3.7～4.2 m 柳井市の一部 農地、その他 予防保全型維持管理

柳井-153 柳井市 農村振興局
平郡北面海岸

高月地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 354 m 3.3 m 354 m 3.3～3.9 m 柳井市の一部 農地、その他 予防保全型維持管理

柳井-154 柳井市 農村振興局
平郡北面海岸
大久保地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 900 m 3.3 m 900 m 3.3～3.9 m 柳井市の一部 農地、その他 予防保全型維持管理

柳井-155 柳井市 農村振興局
平郡北面海岸
亥の谷地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 260 m 3.3 m 260 m 3.3～3.9 m 柳井市の一部 森林地、その他 予防保全型維持管理

柳井-156 柳井市 農村振興局
平郡北面海岸

田平地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 220 m 3.3 m 220 m 3.3～3.9 m 柳井市の一部 森林地、その他 予防保全型維持管理

柳井-157 柳井市 農村振興局
平郡北面海岸

赤崎地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 240 m 3.3 m 240 m 3.3～3.9 m 柳井市の一部 森林地、その他 予防保全型維持管理

柳井-158 柳井市 農村振興局
平郡北面海岸

相窪地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 90 m 3.3 m 90 m 3.3～3.9 m 柳井市の一部 森林地、その他 予防保全型維持管理

柳井-159 柳井市 農村振興局
平郡北面海岸

ひじ浦地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 70 m 3.3 m 70 m 3.3～3.9 m 柳井市の一部 森林地、その他 予防保全型維持管理

柳井-160 柳井市 農村振興局
平郡北面海岸

深浦地区
海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 柳井市の一部

工業
用地、その他

-

柳井-161 柳井市 農村振興局
平郡北面海岸

福浦地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 85 m 3.3 m 85 m 3.3～3.9 m 柳井市の一部

工業
用地、その他

予防保全型維持管理

柳井-162 柳井市 農村振興局
平郡北面海岸

枕石地区
海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 柳井市の一部

工業
用地、その他

-

柳井-163 柳井市 農村振興局
平郡北面海岸
枕石西地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 35 m 3.3 m 35 m 3.3～3.9 m 柳井市の一部 森林地、その他 予防保全型維持管理

柳井-164 柳井市 農村振興局
平郡北面海岸

小泊地区
海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 柳井市の一部 森林地、その他 -

柳井-165 柳井市 農村振興局
平郡北面海岸

長浜地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 80 m 3.3 m 80 m 3.3～3.9 m 柳井市の一部 森林地、その他 予防保全型維持管理

柳井-166 柳井市 農村振興局
平郡北面海岸
法師浦地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 100 m 3.3 m 100 m 3.3～3.9 m 柳井市の一部 森林地、その他 予防保全型維持管理

柳井-167 柳井市 農村振興局
平郡北面海岸

門ヶ浦地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 710 m 3.3 m 710 m 3.3～3.9 m 柳井市の一部 森林地、その他 予防保全型維持管理

柳井-151

柳井-148

柳井-149

住宅地、農地、その他

住宅地、その他周防大島町の一部

周防大島町の一部
浮島漁港

江ノ浦地区

浮島漁港
樽見東地区

周防大島町 水産庁

周防大島町 水産庁

柳井市 水産庁
平郡漁港
東地区

柳井市の一部 住宅地、農地、その他

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

柳井-168 柳井市 農村振興局
平郡北面海岸

浅野地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 640 m 3.3 m 640 m 3.3～3.9 m 柳井市の一部 森林地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,539 m 2.3～7.1 m 1,539 m 2.3～7.7 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 160 m 4.8～4.9 m 160 m 4.8～5.5 m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 240 m - m 240 m - m 予防保全型維持管理

柳井-170 周防大島町 農村振興局
立島海岸
州鼻地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 350 m 5.3 m 350 m 5.3～5.9 m 周防大島町の一部 住宅地、農地、その他 予防保全型維持管理

柳井-171 山口県 水管理・国土保全局
上関八島海岸

八島地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 340 m 5.9 m 340 m 5.9～6.4 m 上関町の一部 その他 予防保全型維持管理

柳井-172 上関町 農村振興局
上関海岸
盛り地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,695 m 5.7 m 1,695 m 5.7～6.3 m 上関町の一部 農地 予防保全型維持管理

柳井-173 上関町 農村振興局
上関海岸

戎ヶ浦地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 403 m 6.4 m 403 m 6.4～7.0 m 上関町の一部 住宅地、農地 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 731 m 2.7～3.8 m 731 m 2.7～4.4 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

柳井-175 上関町 農村振興局
上関海岸
古浦地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 464 m 6.1 m 464 m 6.1～6.7 m 上関町の一部 農地 予防保全型維持管理

柳井-176 周防大島町 農村振興局
東和海岸
片島地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 600 m 4.6 m 600 m 4.6～5.2 m 周防大島町の一部 農地 予防保全型維持管理

柳井-169

柳井-174
上関漁港
八島地区

上関町 水産庁

平郡漁港
西地区

柳井市 水産庁

上関町の一部

住宅地、農地、その他

住宅地、その他

柳井市の一部

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 2,178 m 4.8 m 2,178 m 4.8～5.4 m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,093 m 4.2 m 1,093 m 4.2～6.1 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 819 m 4.4 m 819 m 4.4～5.0 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 341 m - m 341 m - m 予防保全型維持管理

水門 ― 5 基 - m 5 基 - m 状態監視型維持管理

樋門 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 21 基 - m 21 基 - m 状態監視型維持管理

排水機場 ― 4 箇所 - m 4 箇所 - m 時間管理型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 379 m 5.2 m 379 m 5.2～5.7 m 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 234 m 3.8 m 234 m 3.8～4.4 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 71 m 5.2 m 71 m 5.2～5.7 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 53 m - m 53 m - m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

排水機場 ― 1 箇所 - m 1 箇所 - m 時間管理型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 2,121 m 1.8～5.9 m 2,121 m 1.8～6.5 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 670 m 5.3～6.3 m 670 m 5.3～6.9 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 4 基 - m 4 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 246 m 5.9 m 246 m 5.9～6.5 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

岩国-5 岩国市 水産庁
通津漁港

さやヶ迫地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 138 m 6.9 m 138 m 6.9 m 岩国市の一部 住宅地、農地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 2,489 m 3.3～4.9 m 2,489 m 3.3～5.5 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 500 m 4.2～4.8 m 500 m 4.2～5.4 m 予防保全型維持管理

突堤（ヘッドランドを含む） ― 125 m - m 125 m - m 予防保全型維持管理

離岸堤 ― 425 m - m 425 m - m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 24 基 - m 24 基 - m 状態監視型維持管理

岩国-2

岩国-3

岩国-1

岩国-6

岩国-4 岩国市 水産庁
通津漁港

通津崎地区

通津漁港
開作地区

山口県
由宇港

由宇地区

山口県 港湾局

岩国市の一部

岩国市の一部

岩国市 水産庁 岩国市の一部

住宅地、商業
用地、農地、その他

岩国市の一部

岩国市の一部 住宅地、農地、その他

港湾局

由宇港
唐樋地区

岩国港
藤生地区

住宅地、工業
用地、農地、その他

住宅地、商業
用地、工業

用地、農地、その他

住宅地、農地、その他山口県 港湾局

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。



計画事項表

区域
番号

管理者
海岸名

地区海岸名
総延長

基数 箇所
総延長

基数 箇所
天端高
T.P.(m)

維持又は修繕の方法

規模（現況）

地域 状況

所管

規模（改良計画）※

天端高
T.P.(m)

受益の地域及びその状況

施設の種類

新設
「◎」
改良
「〇」

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 2,010 m 3.6 m 2,010 m 3.6～5.9 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 200 m 4.8 m 200 m 4.8～5.4 m 予防保全型維持管理

陸閘 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 200 m 5.6 m 200 m 5.6～6.1 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 1,955 m 5.0～5.7 m 1,955 m 5.0～6.3 m 予防保全型維持管理

樋門 ― 2 基 - m 2 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 11 基 - m 11 基 - m 状態監視型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 3,295 m 2.8～6.3 m 3,295 m 2.8～7.2 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 5,559 m 3.7～5.6 m 5,559 m 3.7～6.2 m 予防保全型維持管理

水門 ― 1 基 - m 1 基 - m 状態監視型維持管理

陸閘 ― 78 基 - m 78 基 - m 状態監視型維持管理

排水機場 ― 1 箇所 - m 1 箇所 - m 時間管理型維持管理

岩国-11 岩国市 農村振興局
岩国海岸
大浦地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 92 m 5.4 m 92 m 5.4 m 岩国市の一部 その他 予防保全型維持管理

岩国-12 岩国市 農村振興局
岩国海岸

よ茂木地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 180 m 5.4 m 180 m 5.4 m 岩国市の一部 その他 予防保全型維持管理

岩国-13 岩国市 農村振興局
岩国海岸

柳久保地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 60 m 5.4 m 60 m 5.4 m 岩国市の一部 その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 120 m 2.3～4.2 m 120 m 2.3～4.8 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 189 m 3.2～3.9 m 189 m 3.2～4.5 m 予防保全型維持管理

岩国-15 岩国市 農村振興局
岩国海岸

南風泊地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 127 m 5.0 m 127 m 5.0 m 岩国市の一部 その他 予防保全型維持管理

岩国-16 岩国市 農村振興局
岩国海岸
大町地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 1,010 m 5.0 m 1,010 m 5.0 m 岩国市の一部 その他 予防保全型維持管理

岩国-17 岩国市 農村振興局
岩国海岸
鯖床地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 80 m 5.4 m 80 m 5.4 m 岩国市の一部 その他 予防保全型維持管理

岩国-18 岩国市 農村振興局
岩国海岸

南大崩地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 165 m 5.4 m 165 m 5.4 m 岩国市の一部 その他 予防保全型維持管理

岩国-14 岩国市 水産庁
黒島漁港
黒島地区

岩国市の一部 住宅地、農地

住宅地、農地、その他岩国市の一部岩国-8

岩国-7

岩国-9

岩国-10

住宅地、工業
用地、農地、その他

住宅地、商業
用地、工業

用地、その他

岩国港
中津地区

港湾局山口県

岩国港
和木新港地区

尾津海岸
尾津地区

山口県 水管理・国土保全局

山口県

岩国市の一部

岩国市、和木町の一
部

港湾局

岩国市の一部

山口県 農村振興局
岩国港

中津地区

住宅地、商業
用地、工業

用地、農地、その他

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。
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新設
「◎」
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「〇」

岩国-19 岩国市 農村振興局
岩国海岸
木路地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 80 m 5.4 m 80 m 5.4 m 岩国市の一部 その他 予防保全型維持管理

岩国-20 岩国市 農村振興局
岩国海岸

亀の浦地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 90 m 5.4 m 90 m 5.4 m 岩国市の一部 その他 予防保全型維持管理

岩国-21 岩国市 農村振興局
岩国海岸
長崎地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 85 m 5.4 m 85 m 5.4 m 岩国市の一部 その他 予防保全型維持管理

岩国-22 岩国市 農村振興局
岩国海岸
木落地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 60 m 5.4 m 60 m 5.4 m 岩国市の一部 その他 予防保全型維持管理

岩国-23 岩国市 農村振興局
岩国海岸

小長崎地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 92 m 5.2 m 92 m 5.2 m 岩国市の一部 その他 予防保全型維持管理

岩国-24 岩国市 農村振興局
岩国海岸

大鳴口地区
護岸（緩傾斜護岸を含む） ― 180 m 5.2 m 180 m 5.2 m 岩国市の一部 その他 予防保全型維持管理

岩国-25 岩国市 農村振興局
岩国海岸
浦西地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 740 m 5.0 m 740 m 5.0～5.6 m 岩国市の一部 農地 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 1,551 m 3.4～4.6 m 1,551 m 3.4～5.1 m 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 125 m 3.2 m 125 m 3.2～3.7 m 予防保全型維持管理

堤防（緩傾斜堤防を含む） ◯ 180 m 4.2 m 180 m 4.2～4.8 m 岩国市の一部 住宅地、農地、その他 予防保全型維持管理

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 165 m 5.5 m 165 m 5.5～6.0 m 岩国市の一部 住宅地、農地、その他 予防保全型維持管理

胸壁 ◯ 281 m 3.1～3.7 m 281 m 3.1～4.3 m 岩国市の一部 住宅地、農地、その他 予防保全型維持管理

陸閘 ― 1 基 - m 1 基 - m 岩国市の一部 住宅地、農地、その他 状態監視型維持管理

岩国-28 岩国市 水産庁
端島漁港
大膳地区

護岸（緩傾斜護岸を含む） ◯ 65 m 2.9 m 65 m 2.9～3.5 m 岩国市の一部 農地 予防保全型維持管理

岩国-29 岩国市 農村振興局
岩国海岸
大膳地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 岩国市の一部 その他 -

岩国-30 岩国市 農村振興局
岩国海岸
船瀬地区

海岸保全施設未整備 ― - - - m - - - m 岩国市の一部 その他 -

岩国-27 岩国市 水産庁
端島漁港
東地区

岩国-26
柱島港

柱島地区
岩国市 港湾局 岩国市の一部 住宅地、農地、その他

※「規模（改良計画）」の数値は、気候変動の影響による気温２℃上昇を前提に、2100年時点の施設整備目標を簡易的な手法で算出した参考値（目安）である。
　実際に施設を整備する際には、最新の知見及び現地条件等を踏まえて詳細に検討する必要がある。


















